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震災と文化復興（赤坂）

報告 5

震災と文化復興
赤坂憲雄（学習院大学教授、福島県立博物館 館長）

　

　宮田　それでは、第一部の報告と提言の最後になります。ご発表いただきますのは学習院大学の赤

坂憲雄先生でございます。赤坂先生は、今お話にもありました遠野文化研究センター所長、それから

先ほどの話にも出ました福島県立博物館の館長もお務めで、皆さま方も震災以降、非常にお名前や寄

稿された文章等を目にされる機会が多かったと思いますけれども、文化による震災復興を目指して、

さまざまな活動を展開されております。本日のご発表の最後といたしまして、「震災と文化復興」と

いう題でご報告いただきます。よろしくお願いいたします。

　はじめに

　こんにちは。僕はこのあとの総合討議のコーディネーターという役割も仰せつかっておりますの

で、そこに繋がるような話をさせていただこうと思っています。申し訳ありません、レジュメも何も

ありません。今皆さんのお話を伺いながら考えていたことを、少し取りとめもなくお話させていただ

くことになると思います。

　1.  復興政策における文化の位置づけ

　まずはじめに、僕はこの 4 月に立ち上げられた政府の復興構想会議の委員ということで、いろい

ろな議論の場に参加してきたんですけれども、民俗学者の僕を誰が推薦したのかということすら知ら

ずに、ただ自分自身は東北をフィールドに仕事をしてきましたので、少しでも被災地を歩いて、被災

地の声、東北の声を届けたいと思ってやってきました。

　その中で幾つかお話しておきたいのは、ひとつは委員に臨済宗の僧侶である玄侑宗久さんがいらっ

しゃいましたので、繰り返し「命」の問題が提起され、それからもうひとつは、神社やお寺の再興に

対して何とか支援の手が差し延べられないかという提案が繰り返し出されました。しかし残念なが

ら、国は宗教的なものに支援の手を差し延べることはできないという建前にぶつかって、拒絶されま

した。ですから提言書の中にもそれははっきりとは書かれていません。しかし現実には、神社も寺も

地域のコミュニティの核にあるわけで、それを無視して、宗教という表層の名目をもって拒絶すると

いうことは、これから被災地の復興に対して大きなマイナスの影を落とすだろうということを感じま

した。

　それから、6 月 25 日に提言書を提出してから開かれていなかった会議が 11 月の 10 日に開かれま

した。そしてそれは同時に、この会議がもう終わるという通告のような場でもあったんですけれども、

その時に政府の作ってきた予算書が配られて、ずーっと見たんですけれども、残念ながらあれだけ僕
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自身も一生懸命「文化」ということを主張したんですけれども、文化に関わる復興予算はゼロでした。

全く入っていませんでした。平野復興相に質問をその場で投げかけますと、別の枠で 30 億とかのお

金があるので、これで何とかできるんですとかいうことでしたけれども、文化ということを正面から

引き受けて、その復興のために働くということがなかなか難しい。もちろん文化庁を中心にしていろ

いろな予算はついているんでしょうけれども、文化の復興にこれだけのお金をつける、こういう政策

をするということが表に全く出てこないということは、やはり重要な問題なのかなという気がしてい

ます。

　2. 宗教や信仰とコミュニティの再建

　（1）神社やお寺のある風景

　そういうこととは別に、自分にやれること、やるべきことをやりたいと思って、とにかく被災地を

歩いてきました。歩く、見る、…聞くまでいっていないんですけれども、そうした民俗学の方法とい

うものを少しでも活かしたいと思って、歩いてきました。

　その中で、とりわけ印象に残っていることを幾つかお話させていただこうと思うんですけれども、

4 月の段階で福島の南相馬やいわきの海岸沿いを歩き始めた時に、全く報道がされていない福島の津

波の被害というのに息を呑みました。その中でも僕の原風景のように目に焼きついているのは、一面

の瓦礫の海と化したその集落の中でたったひとつ生き残っているのが神社だった。鳥居があって、そ

の少し高台に神社の社殿が残っている。この姿を至る所で見ました。改めて神社というのが村の景観

の中でどういう位置にあるのか、恐らく神さまを守ろうとしているんだと思いますけれども、本当に

その神社の社殿の少し手前で津波が止まっているような風景をたくさん見ました。ただ、先ほど森さ

んの発表でもありましたように、被災している神社もあります。間違いなくそれは明治以降に作られ

た新しい神社だと思います。多くの古い神社は、津波の被災を免れている。恐らくそういう場所にあ

るんだと思います。

　もうひとつ、ついでのように触れておきますと、思いがけず貝塚が残っています。これは考古学者

と対話を始めていますけれども、かつて縄文時代の人々が住居を作り貝塚を作った場所が、海がずっ

と切れ込んで陸に入り込んでいた時代の、その海辺だったんじゃないかという説もあれば、あるいは

5,000 年、6,000 年前にどうも津波の痕跡があるから、津波によってその手前はみんな流されてしまっ

ているのかもしれないとか、そういう議論が考古学の方でも始まっているようなので、その議論の行

方を見守りたいと思います。が、貝塚は単なるモノの捨て場ではなくて、例えば相馬の方では三願寺

貝塚という有名な貝塚がありますけれども、その貝塚には犬と人間を大変丁重に葬った痕跡、形跡が

あります。つまり貝塚は送りの場であり、人間のお墓でもあったというふうに考えられています。

　（2）コミュニティにとっての宗教や信仰

　実は、この神社とお墓、寺といったものがとても重要な役割を果たさざるを得ない。コミュニティ

の再建にとってはとりわけ重要なんです。例えば、ダムが作られるということで移転した九州の五木

村の場合なんですけれども、旧村はもう完全に撤去されて、ほとんど残っていない。けれども、僕は

その撤去される前の村もずっと歩いていますので、その風景――お堂があったり、神社があったり、

その神社の神木なんかも記憶に残っていたんですけれど、それをみんな高台の方に移そうとしていま
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す。神さまは改めて勧請して、その新しい高台の集落の一番奥に建てられています。それから、至る

ところにあったお堂の傍らの小さな無縁仏のお墓すら掘り返して、移転した集落の入口の辺りに集団

墓地を作って、遺骨をそこに移しています。恐らくコミュニティというのは、単に建物を造り、集会

所を造り、道路を造り、そしてインフラを整備すれば成立するのではなくて、最も大切なのは、実は

精神的な、あるいは宗教的な施設であるという現実を、改めて突きつけられているような気がしてい

ます。にも関わらず、行政は宗教には予算をつけられないという建前の中に縛られている。被災地を

歩きながら、至るところで宗教の復権ということを、僕は目撃してきたような気がします。

　（3）宗教の復権

　新興住宅街と近世以来の村、津波に洗われてしまっていても、その風景はよく目を凝らすと違って

います。近世以来の村は、例えば新田開発の村でもどこでもそうなんですが、伝統的な神社を中心と

して家々が作られ、村が作られている。そして、津波にやられて更地にされたところ、とりわけ宮城

の南の方から相馬の辺りは、屋敷の氏神、家の信仰というのがとても強い地方なんだと思いますけれ

ども、更地になった家の隅に、たったひとつだけ小さな祠が再建されている。再建されることによっ

て、そこにはもう一度人々が家を建てて暮らすんだという意志表示になっている。10 月、秋になると、

そういう光景が随分見えるようになりました。気が付いてみると、隣も、隣も、ある方角にそういう

小さな家の祠が祀られている姿を見て、ちょっと感動したことがありました。

　けれども、新興住宅街ではもちろんそういうことはなくて、津波に洗い流されたその土台だけの辺

りを探しても、ほとんど宗教的な痕跡というのはない。けれども、どこでもそうなんですけれども、

小さな仏像とか位牌とか、宗教的なものあるいは信仰に関わるものというのは、自衛隊の方たちもみ

んな見つけた時には脇に置いて、一生懸命それを守ろうとしていましたね。ですから、どこで見つかっ

たか分からない、道端にそういうものが並べられていて、どうぞ持っていってくださいという、そう

いう光景も見られました。同時に、仙台の港に近い被災地では、とても不思議な光景でしたけれども、

何ていうんでしょうか、宗教まがいのものがたくさん集められた一角があって、被災地の中の聖地の

ようなものが作られている。新興宗教のようなものが、少しずつ姿を現わしている。そんな光景にも

出会ったような気がします。

　南相馬市の海辺の墓地は完全に津波にやられていたんですけれども、周辺から墓石やら首のもげた

お地蔵さんやら、恐らく一生懸命集められたんだと思います。それを、その墓地の一角にもう一度置

いて、自分の家の敷地が分かる人はそこに墓石を置いて、周りを区切ったり、あるいはいろんな家の

墓石をまとめて置いたりとかしていました。僕が訪ねた時にも、何人もお参りに来ていました。そう

した海辺の墓地といったものが、これからどのように復興していくのか。その周囲には、もしかした

らもうここに人々の住む村や町というのは作られないんじゃないかという不安を覚えるような、荒廃

とした光景が広がっていました。恐らく我々の今の社会状況、経済状況からして、全ての津波の被災

地、被災した集落が復興されるということは、あり得ないだろうと思います。夏、お盆の前あたりに

歩いていた時には、お花を手向けてあるところがたくさんありました。そして、ほとんど家の土台し

か残っていないところに高灯籠が建っていて、新しい仏さんがその廃墟の村に帰って来れるようにと

目印が立てられている。そんな光景も幾つも見ました。海辺では、お盆の季節でしたから、たくさん

の行方不明者がいて恐らくその親族だと思います。車何台かに分乗した人たちがやってきて、浜辺で

1 人 1 人、花を手向けている姿がありました。我々の生活の周りからは宗教的なものというのは少し
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ずつ姿を消しつつあったと思うんですけれども、津波に舐め尽されたその廃墟のような世界の中に、

最もはじめに生まれてくるのが宗教とか信仰に関わるものだというのは、とても深い印象を覚えてい

ます。

　3.  無形の民俗文化の再生と継承

　（1）無形の民俗文化を支える暮らし

　今日は無形民俗文化財ということがテーマになっているわけですけれども、僕が少しだけ聞き書き

をした話をそこに付け加えさせていただきたいと思います。南三陸町の、確か水戸辺という漁村を訪

ねました。5 月のことです。そこで 1 人の、60 代の養殖漁業をやってきた方に話を伺いました。小

さな港のほんの 2、3㍍の堤防のすぐ内側に家がありましたから、家は完全に津波に洗い流されてい

ます。その集落の人たちは、まず傍らの高台に逃げたんですけれども、津波の高さが途方もないとい

うのが分かって、その峰伝いにさらに遠くまで逃げて、数人の犠牲者だけで済んだということですけ

れども、その集落の場合には、神社なども完全にやられているというのが現実でした。

　そこで僕が話を聞いた方によれば、その集落は近世に、どうやら紀州辺りから移ってきた漁民の

末裔らしいんです。かなり複雑な歴史があるらしい。そして、行
ぎょうざん

山流の鹿
しし

踊りというものを伝承して

いる。ただし、それは 18 年前に再興されたものです。話を伺って大変印象的だったのは、戦後間も

ない時期までこの村の男たちは、ほとんど皆、炭焼きで暮らしていたということを聞いた時、ここが

まさに海山の間に生きる人々の村なんだということが実感されました。入
いりあい

会の山として里山を背後に

持っているんですね。ですから燃料として炭が大事にされた時代、産業としてその村の男衆は皆、山

に入って炭を焼いた。ところが燃料革命の波に洗われて炭が売れなくなると、それぞれの家が皆持っ

ていた漁業権を活かすために養殖漁業に進出していくんですね。そして今は、そこは漁業の村だとい

うふうに我々は思い込んでしまう。けれども現実には、海と山の間に開けたその小さな世界では、海

とも関わり山とも関わり、暮らしが営まれてきたんだろうと思います。だからこの村で、鹿踊りとい

う、いわば鹿の供養に源を発するはずの芸能が伝承されてきたというのは、恐らく鹿猟が行なわれて

きた歴史があるんだろうと思います。たまたま震災後、ある若いカメラマンの『東北』（田附 勝『東北』

リトル・モア社 2011 年）という写真集に解説文を書く機会をいただいたんですが、その写真集の中では、

釜石とか宮古周辺の鹿猟の写真がたくさん出てきました。僕は自分の聞き書きが届いていなかった世

界なのでとても衝撃を受けましたけれども、鹿の猟にまつわるいろいろな断片、その光景というのが

写し取られていて、鹿踊りというものが、その海山の間にひらけた村々の、その生業というものにき

ちんと根差していた時代があったんだなということに気付かされました。

　（2）無形の民俗文化が持つ力

　その方は、実はこんな話をしてくれました。家は完全に津波に流されてしまって、瓦礫と化した自

分たちの思い出や記憶の詰まったものたちが川筋に 2㌔、3㌔と押し上げられている。その人は、そ

の瓦礫の山の中を毎日毎日、捜し歩くんです。そして位牌すら見つからなかった。でも、ふたつ自分

は見つけたと言って嬉しそうに話をしてくれた、そのひとつが指輪でした。漁師ですから、海辺で美

しい貝を見つけて、それを加工して指輪にして奥さんにあげたんですね。もしかしたら、たったひと

つの奥さんへのプレゼントだったのかもしれない。そのお手製の指輪が入った小さな箱を見つけたん
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です。多分それをとても大切にしていたんだと思います。恐らくそれを奥さんに改めてプレゼントし

たんだと思います。興味深いのは、位牌というのは、いわば伝統的な先祖崇拝のシンボルなわけです。

それは見つからなかった。けれども指輪が見つかった。指輪というのは夫婦の絆であり、核家族にとっ

て大切な、象徴的な絆を表わす物だと思うんです。既にそこでは、伝統的な水準から、もう知らず知

らずのうちに新しい場所に家族も出ていっている。何かそれを象徴しているような、そんな気もいた

しました。まあ偶然なのかもしれませんけれども。

　もうひとつ彼が見つけたのは、鹿踊りの衣装と太鼓でした。それを見つけてきた時、きっとみんな

で大喜びしたと思います。それを洗い流して綺麗にして、避難所にいた村の人たち――そこではコミュ

ニティごと移っていたんですけれども――の前で演じることができた。初めて村の女衆も生き残った

ことをほっとしたように認め合って、涙をこぼした。そんなことを聞きました。

　供養碑が残っているといいます。その供養碑には、生きとし生けるもの全ての供養のためにこの芸

能を奉納せよ、という文句があると言います。恐らく今回ほど、この供養碑の言葉が励ましを与えて

くれたことはなかったんじゃないか。生きとし生けるもの、単に人間だけではなく、獣たちやさまざ

まな命あるものたちの供養のために、恐らくこの鹿踊りは今回の震災を通して、新しい文化的な役割

を託されつつあるのかもしれない。そんなことも感じました。

（3）無形の民俗文化の継承と新たな文化的役割

　三陸や相双地区の津波にあった被災地では、少子高齢化、過疎化というのが今回の震災を通して一

気に進んでいます。恐らく 20 年、30 年の時間が進んでしまったんじゃないかと思います。若い世

代はどんどん離れていっている。残された人たちの高齢化は非常に厳しい形で進む。犠牲者の 3 分

の 2 が高齢者であったという現実も、すでにありました。あるいは、福島の原発被災地では何が起こっ

ているのか見えない。けれども間違いなく厳しい過疎化、少子高齢化がこれまで以上のペースで進む

だろうと思います。そういう時代の中で、改めて我々は地域の信仰、宗教や芸能といったものが、存

続の危機に晒されているという現実に向かい合わざるを得ない。担い手たちがいない。高齢者ばかり

の村が芸能をどこまで維持していくことができるのか。先ほどの水戸辺などでは小学校の子どもたち

に鹿踊りを教えて、子どもたちが新たな鹿踊りの担い手として育っていました。ですから今回の震災

の中で塩釜神社に奉納した時なども、東京に出て仕事をしている若者たちが戻ってきて、その演じ手

の中に加わったというふうに聞いています。けれども、そうした支える枠組みがこれからどのように

維持されていくのか。

　そしてもうひとつは、恐らくそうした地域の宗教あるいは芸能といった見えない無形の民俗文化と

いうものが、この時代の中で新たな存在理由を問われているんだろうと思います。村も変わる。生業

も変わる。これまでと同じように転がしていけば守れるとは、とても思えない。そういう現実が一気

にそこに表われている。単なる伝統回帰ではない形で、どのように無形の民俗文化を守っていくのか、

あるいはそれを活かしていくのかといった問いかけが生まれているんだろうと思います。

　繰り返しますが、とりわけ原発被災地は深刻です。誰も体験したことがない、10 万人の難民が生

まれてしまっている状況の中で、一体どうやって地域の有形、無形を含めた文化を守っていくのか。

それを自分たちのアイデンティティの核としていくことができるのか。本当に深刻な、たくさんの問

題が突きつけられていると思います。このあとの総合討議の中では、改めて皆さんからいろいろとお

話を伺いたいと思います。僕の話はこのくらいにさせていただきます。ありがとうございました。





　総合討議

　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【コメンテーター】
　小川直之（國學院大學）

　石垣　悟（文化庁伝統文化課）

【パネリスト】
　阿部武司・川島秀一
　森　幸彦・小笠原  晋

【コーディネーター】
　赤坂憲雄

【司会】　
　今石みぎわ
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総合討議

　はじめに

　今石みぎわ（司会）　それでは、第二部の総合討議を始めていきたいと思います。朝も少し触れま

したが、関連支援の寄付受付先一覧というものを配布資料の中に入れております〔参考資料 1・2〕。

これは（社）全日本郷土芸能協会さんからご提供いただいた情報をまとめた資料です。少しでも皆さ

まの役にたつことができればと思ってお配りしたんですが、特に寄付につきましては、無形民俗文化

のために寄付をしたいんだけれどもどこに寄付していいか分からないという声が結構寄せられました

ので、把握している範囲での一覧を付けたものです。情報提供くださった全郷芸さんは、皆さんご存

知だと思うんですけれども、震災後すぐから被災地の情報を積極的に集めておられまして、支援活動

もされてきました。特に民俗芸能に関しましては、支援や寄付の情報はもちろんなんですけれども、

被害の状況につきましても恐らく今最も情報を把握されている機関のひとつだと思います。また、被

災された方というのは、なかなか支援や助成の申請に手が回らないんですけれども、助成の申請の相

談やお手伝いもなされています。そうした活動について、参考資料として皆さんにも両面 1 枚の資

料を配布してあります〔参考資料 3〕。災害に際して、こういった機関ですとか個人がどういうふう

に動いたのか、そうした活動記録も、今後ひとつの重要な資料になってくるのではないかということ

で、ひとつの事例報告として入れさせていただきましたので、ご参照くださればと思います。

　当初、この総合討議の進め方としましては、まず個別的で具体的な質問をそれぞれの先生にお聞き

した後に、コメンテーターの先生方にコメントしていただくというつもりだったんですけれども、お

寄せいただいた質問がかなり全体の討議に関わるような大きな問題だったので、このまま赤坂先生の

方にマイクをお渡ししたいというふうに思っています。その前に、コメンテーターの先生のご紹介だ

け、私の方からさせていただきます。

　まず小川直之先生です。國學院大學の教授でいらっしゃいまして、長年民俗学の研究に携わってこ

られました。そのお隣の石垣悟さんは、文化庁伝統文化課民俗文化財部門の調査官でいらっしゃいま

す。2004 年の新潟県中越地震の当時には、新潟県立歴史博物館の学芸員として務めておられまして、

主に有形の民俗資料の救出に関わった経緯をお持ちです。それでは、総合討議に入らせていただきま

す。マイクを赤坂先生にお渡しいたします。

　赤坂憲雄（コーディネーター）　よろしくお願いいたします。まずお 2 人のコメンテーターの先生

たちから 10 分くらいずつお話を伺いましてから全体討議に入りたいと思います。それでは小川さん、

よろしくお願いいたします。
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　小川直之（國學院大學教授）

　ご紹介いただきました國學院大學の小川です。なかなかコメントしづらいのですけれども、ちょっ

と大きなところで、今後何を考えて、どういうことをしなければいけないのかに絞って 4 点ほど意

見を申し上げておきたいと思います。

　（1） 社会的共通資本としての無形文化遺産

　1 点目は、赤坂さんの話にあったように、あるいは他の方々のお話の端々にもうかがえたように、

ひとつ問い直すべきことは、無形民俗文化あるいは無形文化遺産というものの基本的な考え方だと思

います。具体的には、文化財指定の問題が関わってくるのですけれども、その無形文化遺産を現代的

にどのように私たちは受け止めて、将来に受け継いでいかなければいけないのかという問題です。こ

れはかなり大きな問題だと思います。実は今年の 5 月末に、中国の西都で国際無形文化遺産論壇と

いうのがありました。これは中国政府とユネスコが連携したフォーラムでして、私と斎藤裕嗣さん（東

京文化財研究所客員研究員）とで参加をいたしました。中国政府からの要請だったのですけれども、東

日本大震災後の無形文化遺産の動向のようなことをお話してきました。具体的には、新聞記事を使っ

て紹介させていただいた次第です。この時に取りあげたのはいずれも朝日新聞ですけれども、3 月

11 日の後の、3 月 26 日に陸前高田の虎舞のことが記事になりました。流されずに頭が残ったもので

すから、それを持って瓦礫の山の中で、集落があったところをお祓いをして回ったという記事でした。

それと併せて、かなり大きな記事だったのですけれども、流されずに残ったご神木のことが出ました。

4 月 6 日には、今日ちょっと話に出ました相馬の野馬追の記事です。「復興の光に」という見出しで

すけれども、地元では行ないたい、でも現実的にできるかというものです。同じ 4 月 6 日ですけれども、

岩手の蔵元が花見をどうかやめないでほしいと。これは YouTube に出した記事ということで、蔵元

ですからお酒の消費ということが気になっていたんですね。また同じ 4 月 6 日ですけれども、気仙

沼の津波でやられた瓦礫の山のところに大漁旗が掲げられた記事が、これも大きく出ておりました。

4 月 17 日には、石巻で、やはり町が流されたそこで鯉のぼりが立てられた記事が出ました。また、

5 月 2 日には大槌町で臼沢の鹿踊りが、やはり震災に負けないぞということで上演された記事が載っ

ていました。これはいずれも自主的な動きだったわけです。公が支援していたとか、行政がサジェス

チョンしてとか、そういうことではなくて、自ら自発的に、今挙げたような動きがそれぞれの地域で

あったということであります。

なかなか現地に行くというわけにいかなかったものですから、新聞記事をずっと追いかけておりま

した。今日のお話に出ておりましたが、やはり地域コミュニティが、一体何をもってコミュニティと

しての繋がりを持ってきたのだろうか、という問いかけがここから出てきます。その中での無形文化

遺産の位置付けというのが重要な意味を持っているのだということが、再認識されたのではないかと

思います。ややもすれば、私たちは学術的な意味、つまり無形文化遺産ひとつひとつが持っている学

術的な意味というところに大きなポイントを置いてしまいます。例えば文化財としての指定の場合に

は、その辺のところは大変重要になるわけですけれども、しかし一方で地域社会にとっては、コミュ

ニティの維持とか、コミュニティとしての統合ですとか、自分たちの社会をどのように保っていくの
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かという問題意識が、この中に隠されていたのではないでしょうか。それが表面化したということだ

と思います。

　僕は経済学者の宇沢弘文さんが提示された概念が非常にいいと思っています。それは「社会的共通

資本」という考え方です。例えば鉄道ですとか、病院ですとか、学校ですとか、近代にいろいろな制

度ができてきて、私たちはそれをインフラとして捉えていたわけです。けれども、自覚していること

は少なかったのですけれども、社会的共通資本として考えておくべき事柄が、もっとあるのだと思い

ました。そのひとつが無形民俗文化、無形文化遺産であるということです。これは認識を新たにしな

ければならないことだと思いました。

　しかし現実的には、最後に赤坂さんがご指摘されたように、無形文化を維持するというのが非常に

困難になっている。これは東北だけの問題ではなくて、日本全体が同じような状況にあるというのは、

もう皆さん、よくお分かりになっていることだと思います。これが 1 点目です。無形文化遺産とい

うものをどのように認識していくのか。学問の枠組みを越えて、社会的共通資本として捉えていくと

いうのが重要ではないかということです。

　（2）地域コミュニティの再構築と「地域文化財」

　2 点目は、これと関連しますけれども、地域コミュニティの維持と言った時に、現実問題として非

常に難しいところがあるわけでして、私たちはこれから地縁的なコミュニティとは別に、ネットワー

クコミュニティというようなものをどのように作ることができるのかを問うていかなければならない

と思います。今度の震災でもいろいろな動きがありましたけれども、ひとつはやはりネットワークコ

ミュニティの議論です。トロント大学のバリー・ウェルマンとか、そういう人たちがかなり前に提案

していることなのですけれども。

　それともうひとつは、ボランティア・アソシエーションというものを、やはり日本の社会の中に今

後きちんと築いていくということだと思います。ボランティア組織がいろいろできて、それがあるひ

とつの規律をもって後半動き始めましたけれども、そういうボランティア・アソシエーションを、日

本社会が今後どうやって構築していくのかを、改めて今回の震災の経験から考える必要性があること

が表面化した、ということだと思います。

　そういうことに絡めながら、実は非常に重要な問題は、それぞれの自治体が自分たちが持っている

文化を今後どうやって継承していくのか、その意思形成だと思います。これは国家、つまりナショナ

ルなレベルの問題ではなくて、地域コミュニティの問題だというならば、これはまさしくローカルと

してどうするのかを自治体が大きな施策として掲げるべきだと思うわけです。そういう世界の中で、

ネットワークコミュニティだとかボランティア・アソシエーションをきちんと位置付けていくことで

はないかと思います。今の文化庁の施策でいうならば、「歴史文化基本構想」ですね。各自治体が、

自分たちが持ち伝えている文化をどういうふうにしていくのか、その構想を作っていくべきだという

のが、文化庁が進めている歴史文化基本構想の策定です。これをきちんと考えていくことが必要なん

だと思います。

　例えば文化財レベルでいうと、国、都道府県、市町村あるいは市区町村というところで文化財指定

は行なわれていますけれども、それとは違う「地域文化財」という概念を立てていくべきだろうと思

います。実は新宿区が変なことをやりまして、国、都道府県、その下のレベルとして「地域文化財」

というものを位置づけることを表明して制度化したようですが、これは大きな間違いで、指定が国だ
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ろうと市町村であろうと都道府県であろうと、やはり文化財というものがどう認識されているのか、

もう一度地域社会の中から問いかけるという意味での「地域文化財」で、ここから文化財の概念の組

み替えを、歴史文化基本構想を立てながら今後考えていく必要があるのではないかと思います。歴史

文化基本構想は歴史まちづくり法に繋がっていきますので、都市計画とリンクするものですから、現

状の国の施策の中で復興に使えるものとして存在しているだろうということです。これが 2 点目で

ございます。

　（3）記録の作成と伝承

　3 点目ですけれども、やはり私たちは未曾有のこの災害を、福島の原発事故も含めてですけれど

も、ただ悲しんでいたり、大変だ大変だって言っているのではなくて、将来にどうやって教訓を活か

していくのかという姿勢が大切だろうと思います。吉村昭さんの三陸の津波の聞き書きの本（『三陸海

岸大津波』）や、今日川島さんの紹介の中にありました山口弥一郎さんのかつての聞き書き調査（『津波

と村』）、さらに『季刊 東北学』（東北芸術工科大学東北文化研究センター）ですとか、『やまかわうみ』（アー

ツアンドクラフツ）という雑誌がございますけれども、そういう中で今、丹念に蓄積が行なわれつつあ

るわけです。鎮魂と記憶ということを込めて、やはり何を学んでいくべきなのか、別の言い方をしま

すと将来に何を受け継いでいかなければいけないのかということを、それぞれの地域社会の現状につ

いて記録作成をしながら認識を深めていくことが必要だと思います。こういう中で、情報集約をどう

していくのかという問題も、当然ながら出てくることだろうと思います。鎮魂か記憶かといったとこ

ろは、かなり意見の分かれるところでして、津波で壊された建物を残すか残さないのかとか、そうい

う具体的な議論が行なわれているのは皆さんよくご存知の通りだと思います。ただ、やはり丹念な記

録作成、そして現実の文化がどういうふうに今動いているのかについて、やはり私たちが記録に留め

ておくことが絶対的に必要なんだろうと言えます。これが 3 点目です。

　（4）文化財と「格差」

　4 点目ですけれども、やはり今度の震災に対する行政等の対応のあり方というのは、様々な矛盾を

投げかけているということです。恐らく現場で仕事をしておられる方々は、ひとつは官と民の格差と

いうものを非常に強く感じていらっしゃるんじゃないかと思います。官と民の格差というのは、例え

ば博物館や図書館や公の機関にある、いわゆる文化遺産というのは分かりやすく、その後の救済、レ

スキューの対象になりやすいと思います。ところが今日森さんや赤坂さんの話にありましたように、

民間の神社だとかお寺だとか個人が持っているような文化遺産については、要するに公がそこに何ら

かの支援ができないという現実があるわけです。例えば私の知っている限りでは、岩手県では岩手大

学、岩手県立大学、そして盛岡大学、富士大学などの教員たちが今言ったところをどうにかしたいと

いうことで、公的な文化財レスキューではなくて、教員たちも専門家ですから、民間のものを中心に

拾い上げて、保全の活動を続けています。

　大きな格差というのは官民と、もうひとつ大きい問題は、民俗文化財に対するレスキューの扱いと、

歴史美術系の文化遺産に対する扱いが違うのではということです。つまり、やはり民俗文化財の場合

は支えているのが「民」ですから、どうしても後回しになってしまう。あるいは特に民具のようなも

のは、今日の話の中にも出てきていましたが、果たしてこれは文化遺産としてレスキューすべきもの

かどうかの判断ができない場合があるということです。文化財指定とも絡んでいますけれども、実は
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文化財レスキューの場面において、格差というのが大きく 2 つのレベルで存在しているという現実

です。これも、今後いろいろ考えていかなければならない課題になってくるのだろうと思います。

　そういう中で、例えば東京文化財研究所ですとか国家機関が、今後どういうことができるのかとい

う問いかけがされていくことだろうと思います。恐らく会場におられる方、あるいは現場で対応して

おられる方は、指定されているものは把握できるけれど、指定されていないもの、これも文化遺産で

あり文化財の概念の中に入るものですから、そこのところをどうしたらいいのかという大きなジレン

マを抱えながら対応しておられるのではないかと思います。

　ちょっと長くなりましたが、コメントとして今私のお話できることは、この 4 点です。

　赤坂　ありがとうございました。総合討議に繋がっていく幾つかの問題提起をいただきました。そ

うしたら、石垣さん、続けてお願いいたします。
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　石垣 悟（文化庁伝統文化課民俗文化財部門　文化財調査官）

　文化庁伝統文化課の石垣です。よろしくお願いします。最初に、まず今回のこの協議会が非常に意

義があったと思うところが 2 点あると思います。ひとつは、まず「無形」という言葉を掲げていた

だいたということ。有形については、すでに国立歴史民俗博物館や日本常民文化研究所（神奈川大学）

なんかでもシンポジウムをやっておりますので、ある程度いろんな情報が皆さんにも入っているかと

思うんですが、やはり無形ということを表題に掲げていただいたことが、ひとつ意義があったと思っ

ております。もうひとつは、今回のご発表なされた 5 人の先生方、ご覧になって分かるように、ひ

とつは現場から、まさに被災地そのもののお話であり、もうひとつはその県のレベルでそれを支援す

る側にいた人の話であり、もうひとつは、赤坂先生がそうでしたけれども、もう少し広く全体を見通

すようなお話をしてくださったという、いろんなレベルから無形の話をしていただいて、私も非常に

勉強になりましたし、大変意義のある協議会だったということです。東文研には感謝をしたいという

ふうに、個人的に思います。

　その上で、5 人の先生方に、私の方からはコメントといいますか、感想に近いようなことになるか

と思うんですが、それを述べさせていただいて、最後にまとめとして私の個人的な考えをお話しした

いと思います。

　（1）民俗芸能と供養・鎮魂

　最初の阿部さんの発表では、震災直後から特に民俗芸能が復興していく状況を映像と共に詳細に話

していただいたんですけれども、強く印象に残ったのは、民俗芸能が復興・復活していく中で、供養・

鎮魂という、ひとつそういう柱になるものがあるということが、非常に印象に残りました。阿部さん

も言われていたんですけれども、やはり改めて民俗芸能とはどういうものなのか、ということを非常

に深く考えさせられる発表だったと思います。地域社会が崩れかかるような危機に直面した時に、シ

ンボリックなものとして出てくる――真っ先にかどうかはちょっと分からないですけれども、民俗芸

能がひとつの柱として取り上げられてくるという、その部分は非常に重要といいますか、文化財保護

に携わっている側からしても、民俗芸能の重要さ、その地域社会の中での意味合いというのを改めて

考えさせられた発表だったと思います。

　阿部さんには後で 2 点ほど確認をしたいことがあるんですが、ひとつは今日ご発表でご紹介いた

だいた民俗芸能は、順調にというわけではないんでしょうが、まだ 1 年たっていない間に実際に演

じる場を獲得できて、復活みたいな形になっているわけですけれど、そうじゃないものも恐らくある

と思うんです。印象としてどちらが多いのかをちょっと聞きたいなというふうに思いました。もうひ

とつは、その演じる場が、例えば避難所であったり何かのイベントであったり、見る側がいるわけで

すけれど、それを見る側、特に避難所に訪問してたくさんの方に見ていただいた時に、避難所で見て

いる側の方は民俗芸能をどのように捉えているかということについて、もし何か感じるものがござい

ましたらお聞きしたいなというふうに思います。
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　（2）風景や身体に染み込んだ暮らしの掘りおこし

　次の川島さんの発表ですが、これもすごく興味深いお話だったと思うんですが、やはり一番印象に

残ったのは景観から歴史を読み解くことができるんだというところで、移転の話がちょっと出てきま

したけれど、国指定の重要無形民俗文化財に「吉浜のスネカ」という大船渡市の行事があります。こ

れが伝承されている吉浜地区がまさに過去の津波の際に高台に移転をしておりまして、幸い今回の地

震・津波の際には比較的被害が少なかったと聞いておりましたので、川島さんの今回の発表でも、過

去の歴史をどう捉えて、生活の中に取り込み、それがどう今回出てきたかというのが分かって、非常

に印象深かったです。

　そういう意味では、今避難している方々がどこへ移転するかというのは、これから話として本格的

に出てくるかと思うんですけれども、川島さんが現場で見ておられた知見というのは素晴らしいと思

うんです。これって本当は民俗学がやっておくべきことなのだろうというふうに思いました。現場か

らものを見るというのは民俗学の基本だと私は思っておりますので、民俗文化財云々という以前に、

民俗学はこういう現場の声と言いますか、現場に染み込んだ歴史をどう明らかにして、そこから社会

に向けてものが言えるか、ということが大切だと思います。川島さんは多分おっしゃりたいことがま

だあると思うんですが、そこら辺が非常に印象に残ったと言いますか、私自身、身につまされる思い

でお聞きしました。

　もうひとつ印象に残ったのは体に染み込んだというお話で、海と人との関係です。単純に津波にや

られたからもう海から遠く逃げればいいんだという、そういう論理で話が進むと、やはり将来的には

あまりいいことはないんだろうなと。やっぱり海と一緒に生活があって、海との関わりをどう続けて

いくか。これも多分先ほどの集落移転と同じように、民俗学が本来もっとやっておかなければいけな

いことだというふうに思います。人と海との関係がどうだったのか。これをしっかりもう一度洗い直

す作業が、我々民俗学をやっている人間は特にこれから強く求められるのかなというふうに、感じま

した。

　（3）地域に根差した文化や歴史をどのように活かすか

　3 番目の森さんのご発表ですけれど、やはり原発の影響がすごいなというのと、入りたくても入れ

ないという、そのやきもきした、どうしようもない気持ちというのがすごく伝わってきました。その

中で私が特に印象に残ったのは浜下りなんですね。先ほどの川島さんの発表とも関係してくるんです

けれど、浜下りは地域に根差した行事で、場所を変えて舞台で演じるということが不可能なわけです

ね。ある特定の浜に行って、そこから水を汲んで云々という、一連の儀礼をしなきゃいけない。その

浜自体が被害を受けているわけですが、土地を変えて行事をするということが非常に難しい行事とい

うのは民俗文化財には少なからずあって、そのあたりは非常に考えさせられます。そういう意味では

まさに浜下りですから、海との関わり方、単に津波が来るから防波堤を築いて海から撤退するという

わけではなくて、やはり海とのうまい付き合い方を、これから私たちは作らなければいけないなとい

うのは、改めて森さんの発表から感じました。

　4 番目の小笠原さんのお話ですが、これは前の 3 人の方の発表とは少し違って、私は歴史が活かさ

れた好例なのかなという印象でした。過去の遠野の役割というのが、今回も一定の機能を果たしてい

た、歴史が活かされた、そういうひとつの事例だったのかなというふうに思いました。もうひとつ印

象深かったのは民俗芸能の団体の話で、地域全体が再生しないと、そもそも民俗芸能が続かないとい
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うことです。それは、その伝承地だけではなくて、神楽ならその廻って歩く先を含めて、より広い、

ある種の文化圏のような広い地域社会をどう守っていくかということが、直接的な伝承母体そのもの

とは別に我々が考えていかなければいけない課題だろうなというふうに、強く感じております。そし

て、それをいかに継続できるか。先ほどお金のお話がありましたけれど、1 年で終わるのではなくて、

地域全体が継続的にそれを支えていけるようなシステムというのをいかに作れるか。そこに、例えば

行政なら何ができるか、民俗学なら何ができるか、というのをしっかり考えなければいけないと強く

感じた次第です。

　最後に赤坂先生のお話でしたが、最初に行政の批判をされて私もその通りだと思いつつ、非常に

忸怩たるところもあります。赤坂先生のお話でやはり印象に残ったのは、先ほどの川島さんと非常に

似ているんですけれど、景観のお話がありました。そこの景観に刻まれた歴史をしっかり見なきゃい

けないということと、川島さんの時は海が出てきて、赤坂先生の時は今度は山が出てきたというとこ

ろも非常に印象深かったです。単に海との付き合いだけではなくて、ここでは山との付き合い方も、

我々、特に民俗学の立場からは改めて押さえなければいけないところなんだろうなと。それがまだま

だ押さえられていないという印象を強く持ちました。

　（4）文化財をどう捉えるか

　最後にまとめといいますか、私の個人的なことをちょっとお話させてください。ひとつは全体を通

して強く印象に残ったのは、被災した消防団の消防車の中に獅子頭があった写真です。私は一度しか

陸前高田に行っていないので、直後の瓦礫の状況というのは写真でしか見ていないんですけれども、

瓦礫の中から何かを助けようとする、取り出す、選択する時に、人間は一体何を選ぶのかというとこ

ろで、赤坂先生の方から、例えば位牌とか指輪というお話がありました。小笠原先生のお話だと、す

ごく気になったのがその獅子頭だというお話でした。もちろん生活に必要なものがそこにはぐちゃぐ

ちゃになってあるわけですけれど、そこから何かを選ぶ時に、民俗芸能なり民俗文化財といいますか、

お祭りに関する用具というのは、何かそこの地域の人にとっては気になる、どうしてもそれを助けな

きゃいけない、たくさんあるものの中からそれを選ばなきゃいけないという、何かがあるんだろうなぁ

というのが、強く印象に残っております。

　それと、これは直接関係ないのかもしれないんですけれど、個人的に日常業務をやっている中で

非常に考えさせられたことは、既に何人かの方からお話が出てきていましたけれど、未指定の文化財

をどうするかということです。私は文化庁におりますので、まず最初に動いたのは、当然ですけれど

国の指定、選択文化財がどうなっているか、その保護団体の方々の被災状況がどうかとか、用具や会

場がどうかというのを調べるわけです。その時に、未指定のものをどうしようかというのは、正直言

いますと、やはり後回しにせざるを得ない状況にあります。決してそれがいいとは思っておりません

けれども、正直に言えば、何で指定しているかというと保護するために指定しているわけで、まずは

そこを守らなきゃいけない。そして次にくるのが未指定の文化財をどうするかというところなんです

が、そこで、はたと悩んだんですね。じゃあ未指定の文化財って何か、というところなんです。とい

うのは、指定がかかっていない文化財というのはたくさんあって、分かりやすいところだと民俗芸能

――虎舞とか神楽とか、ああいったものがあるんだと思うんですけれども、そうじゃないもっと見え

にくいものもあるんですね。いわゆる保護団体や保存会みたいなものがない、もう少し深く日常生活

の中に入り込んでいるようなものです。例えば陸前高田市には「気仙鉤」というアワビを採るカギを
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作る鍛冶屋さんがいるわけです。そういう鍛冶屋さんの技術を守ろうかと言った時には、これも文化

財として守ることができる可能性があるんですが、鍛冶屋さんは通常、普通に仕事としてそれをやっ

ている。こういったものも未指定の文化財という枠の中で我々は把握するべきなのか、あるいは把握

できるのかというのは、実はすごく悩みました。というのは、やはり民俗文化財というのは暮らし、

生活にどっぷり浸かったところでまずは見ますので、極端にいうと生活そのものが全部民俗文化財に

なる可能性を持っている。そういうものだと思っています。ですので、未指定を救わないといけない

というのは確かにそうなんですけれど、ではそういった時にどこまでが未指定の民俗文化財なのかと

いう線引きを、どうするのかというのは、ひとつ大きな課題ではないかなと思います。必ずしも芸能

なりお祭りだけが文化財ではなくて、それ以外にもたくさんあるのではないか、というところで私自

身すごく悩んだところです。

　先ほど小川先生が言われましたけれど、地域文化財という別の枠組みというのは、もしかしたら必

要なのかもしれないと思います。必ずしも既存の文化財体系にそぐわないような、それでは対応しづ

らいような文化財というのが、民俗の場合は特に暮らしに関わっていますので、もしかしたらたくさ

んあるんだろうなというふうに思っています。そこは私自身、今後どう考えていくか、自分の課題で

もあるのですが、そういうことを被災後ずっと感じております。私の方から、とりあえずは以上です。

　赤坂　ありがとうございました。
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　赤坂　いただいている質問はかなり重なっている部分が多いので、具体的にというよりは、議論の

中で盛り込める限り盛り込みたいと思います。

　（1）現場から無形民俗文化を捉えなおす ―― 大きな祭り、小さな祭り

　赤坂　この場は無形民俗文化財をテーマとする場なんですね。小川さんの話の中にもありましたけ

れども、無形民俗文化財というのが、こういう大きな災害の後でどういうふうに論じられるのかって、

とても難しいと思いますね。そして今日、質問もさまざま出てきたんですけれども、これが行政によっ

て指定されているかどうかみたいなところが影を落としている。あるいは民俗と歴史や美術の間にも

格差がある。あまり語られないことだと思いますけれども、そういう問題をどのように受け止めるの

か。無形民俗文化財って何なのか。これまでのような概念規定、捉え方で済むのか済まないのか。現

実的に被災を受けているその現場で、どういうふうに捉え直しをしなくてはいけないのか。大槌町の

図書館長をされている佐々木健さんという方が、「近世が丸ごとなくなってしまいました」と言われ

た時に、大変衝撃を受けました。津波によって丸ごと洗い流されて、恐らく石像や石塔、石仏とか、

もうそういうものをひっくるめて有形のものが全てなくなると同時に、おそらく無形の民俗文化財も

根っこから洗い流されてしまったような光景があったと思うんですけれども、そういう状況の中で、

さて改めて、無形民俗文化財というものをどのように現場から受け止めますかという問いをさせてい

ただきたいんですけれども。川島さん、まず例えば、高台移住という問題に引っ掛けてでもいいんで

すけれども、移住した場所でどのように無形の民俗文化財を継承していくかといったテーマが、これ

からどのように出てくるのか、語られるのか。その辺り、いかがでしょうか。

　川島秀一　ひとつの例としてお話します。気仙沼市唐桑町の舞
もう

根
ね

地区は高台移転に積極的で、自分

たちでその候補地を 2 つ、3 つ選んでおります。先日その打ち合わせにお邪魔しまして、どういう議

論が行なわれているかというのを端で聞いておりました。その時に私が意外に思ったことがひとつあ

ります。実はこの舞根地区で、昭和 50 年代まで元旦の日に子どもたちを中心とした火祭り――神社

に行って火を焚いて、参拝客を招く行事があったそうです。それがいろいろ、消防から通報されたか

して 50 年代には廃止になるわけです。舞根地区の先日の会合の中では、新しい集落ができたら一度

やめてしまったこの行事を復活させようと、そういうことを言っていました。私は津波とか高台移転

で行事とかそういうものはもうなくなっていくんじゃないかと思っていたんですが、むしろこれを機

に、昔廃止したものを再び登場させよう、村の生活の一部にしようという、そういう動きがありまし

た。高台移転は、そんなに私は絶望的なことではないと思います。新しいところでもどんどん伝えて

いくものは伝えていくし、復活していくものは復活していく。そのように考えております。

　赤坂　質問の中にも「大きな祭り」と「小さな祭り」ということで、いわば言葉を変えれば、指定

されている、とか指定されていない、とかいうことだと思いますけれども、その辺は川島さん、いか

がですか。

　川島　大きな祭りに関しては、今後どのようになるか分かりませんが、それほど悲観してはおりま
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せん。むしろ、これは行政とか教育委員会とか、そちらの支援が一番目立って動くところではないか

と思います。ただ小さな祭りについては、今のところ私はちょっと答えられないですね。

　赤坂　森さん、この問題なんですけれども、例えば相馬野馬追は縮小された形でとりあえず行なわ

れた。けれども、その周辺の小さな祭りの復興といったことは、コミュニティそのものが解体状況に

ありますからほとんどまだ無理だと思うんですけれども。浜下りの話はありましたけれども、この辺

りは神楽とかいろいろありますよね。その辺はどういうふうに考えられますか。

　森 幸彦　やはり野馬追というのは、観光もありますので行政が力を入れて復活に向かっていくと

思うんですね。野馬追というのは自分の武士としての誇りを見せびらかすって言うかな、そういう武

士階級の祭りであって、農民、漁民、その人たちはほとんど入らないわけですね。やはりそれだけが

残っている。それは江戸時代の階層制だけが残っているみたいな意味もあって、ちょっと納得できな

いところもあるんです。だから、もっと庶民の祭りに目を向ける人がいれば、住民の人も気付くんで

すね。ああ、これは大事なことなんだ、これで我々は結ばれていたんだっていう。そこあたりを気付

かせてくれる人がいるかどうかというところも、大事なんだと思うんです。ここに集まってくださっ

ている方々が、本当に推進してくれれば…地元の一神主がなんぼ言っても駄目なんですね（笑）。そ

ういう応援、支援のあり方というのもあるかもしれません。

　赤坂　阿部さんのご発表の中で、最初は自粛ムードが漂っていたのが、民俗芸能の底流に供養と

いったテーマが実は流れていると気付かれ始めた時に受け入れられていったようなイメージを、僕は

勝手に受けたんですけれども、今の問題、大きな祭り、小さな祭りとか、指定、未指定とかいう問題

を現場からどういうふうにご覧になられましたか。

　阿部武司　大きな祭り、小さな祭りということは非常に気になるところですが、私の住んでいると

ころでは映像で見たとおりです。花坊祭というのが 1 月下旬から 3 月、4 月くらいまで各集落で行

なわれるわけですが、それはいわゆる地域にとって必要なことなので、自粛する必要は全くないわけ

ですね。それは被災地であったらできないかもしれないけれど、甚大な被災をしていない地域ではや

るのが当たり前なわけです。ただ現代社会でいろんな考えがありますから、そういう発想にならず中

止しているところもあるわけです。また場合によっては、やったけれど、子どものちょっとした行事

は取り止めたとか、あと神楽もやらなかったとか、そういうところもあります。でも、おおかた花坊

祭というその火祭りは、皆さんどういう形にしろきちんとやっていました。例えば被災地であっても、

小さな祭りであっても、ちゃんと神官さんが来て祈祷だけはして、祭儀はやっています。特に祭りの

形態を大事にした村崎野のような、私の住んでいる近くの神社の春祭りは、きちんと神楽も奉納して

やっていました。ですから、小さな祭り、大きな祭りだからという隔たりはなく、基本的には祭りと

してきちんとやっていたと思います。ただ、大きな祭りになっているものは行政や観光が関わって大

きくなったので、やはりそういう点では祭りの形態から外れた部分もある。…と言いますか、当然の

ことながらいわゆる予算的な問題もあるし、歌舞音曲云々の自粛という形が、もう 3 月下旬に出て

いました。私も 3 月 20 日には、やはり文化庁の仕事の一環として県の芸能団体協議会が主幹になっ

てやる民俗芸能講演を地元で抱えていたんですけれども、いろいろ協議した結果、やはり止めたんで

すね。それは会場の関係とかいろいろあったので止めたんですが、民俗芸能関係ではそうしたイベン

ト的なものはどんどん中止になっておりました。
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　例えば花坊祭でも、水沢における大きな日高火防祭というのがあるんですが、それは中止になりま

した。江刺の祭りも中止になっていました。特にそういう点では、地域の人たちの思いのある祭礼に

関しては実際に続けられます。その日高火防祭は、地域の思いはあるんだけれど行政が大きく関わっ

ている祭りなので中止になったということですね。

　（2）文化財行政が抱える課題

　赤坂　質問の中に次のようなものがあります。「大前提として、行政に限らず縦割りの発想が問題

である」。「無形民俗文化財をどう復興支援するかという問いかけを組み立てなおす必要があるのでは

ないか。」確かに現場で動いているのは、そういう指定とか未指定とかいうことだけではなさそうな

のですが、石垣さん、皆さんの発言を聞かれていてどう考えられますか。

　石垣　その通りだと思うんです。先ほどもちょっと言いましたけれど、特に民俗なんかは暮らしそ

のものです。その暮らし自体が今破壊されている状態ですので、暮らしをまず復興するということは、

多分、イコールその中に文化財云々の復興も入ってくる話なんだと思うんですね。そうすると、文化

財だけに注目して復興するというのは地域社会の論理でいけばちょっと違うんだろうなと。やはり暮

らし全体が復興していく中で、分かりやすいところで言うとそこの祭りとか踊りとか、そういったも

のも自然に、かつ同時に復興・復活してくる。当然、それを支える地域の基盤ができてくるという点

で言えば、縦割りで、文化財は文化財、漁業は漁業、道路は道路というような、全然別々のところか

らの復興の仕方というのは足並みが揃いにくいというふうに私も感じています。そういう意味では、

やはり本当は横の繋がりの中で地域全体をどうしていくかという議論がされていって、その中でも文

化財はじゃあどういうふうに、という話で進めるのが、地域にとっては一番いいんだろうなというふ

うな印象は持っております。

　

　赤坂　多分、問題があるというのはみんな分かっているんですよね。ところが制度的に身動きがと

れないとか、いろんなことがあるんだと思います。小川さん、いかがですか。やっぱり民俗文化財っ

て虐げられているんですか。

　小川　（笑）虐げられていると言うより、やはり分かりにくいんだと思いますね。歴史資料ですと

か古文書ですとか古文献だとか、あるいは仏像だとか、これは非常に分かりやすいんだと思います。

そういうものに比べると、特に有形の民俗文化財についてはやはり分かりにくい。なぜそれに価値が

あるのかということですね。そういう問題が一方であると思うんです。先ほどちょっと言いましたけ

れども、各自治体が 3 年くらいかけて作り上げてきた歴史文化基本構想、これはつまり、まちづく

りの中核に、文化財なり文化遺産なりの「文化」を置いて町を作っていくんだということです。文化

庁が今どういうつもりでいるのか聞きたいくらいなんですけれども、結局、各自治体が文化行政をど

うやっていくのか。そういう構想を作る時に、指定、未指定のことを内部でどう議論できるかという

のが、現実的な問題だと思います。国が基準を出せといっても出ない。指示待ち症候群では駄目で、

各自治体が文化をどう継承していくのかという、そこから考えていく問題だと思います。これは歴史

文化基本構想から歴史まちづくり法へと繋がっていきますから、「歴まち」は文科省と国交省と農水

省、3 省の所管ですから、より今後の文化を中核にしたまちづくりということをしていく時には、大

きな力になると思うんです。

　私はこのことが話題になっていないことがおかしいと思っているのです。各自治体の担当者がとて
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もそこまで考えられないのでしょうか。やはり、これからまちづくりを考えていく時に、文化をどう

やって中核に置くかということです。もう法律はあります、本来、そういう中での議論じゃないかと

思います。指定、未指定とか、生活全体とか抽象的なことを言っていても、各ローカルがどういうふ

うに考えるかが一番大事なんだという主張を、いろんなところがすべきなんじゃないでしょうか。そ

れで、多様性を認めながら、そこに支援をどんどんしていくというような国の姿勢が必要じゃないか

というように思います。

　

　（3）被災地が求める復興支援の在りかた

　赤坂　この場には恐らく文化財に関わる現場の人たちが多いと思いますので、そういうテーマにあ

えて限定させていただきますけれども、例えば会場からいただいた質問の中で、森さんに対して、流

出してしまった神社の現状を調査する方法を問いかける質問がありました。実は、神社ということだ

けではなくて、無形・有形の民俗文化財の被災地における現状というものをどういうふうに調査、把

握するのかということが、多分とても緊要なテーマだと思います。例えば小笠原さんが言われました

けれども、まさにその縦割り行政の中で、被災地に対して実にさまざまな調査が入っているんですよ

ね。ところが、その調査によって得られたデータというのが地域にきちんと還元されているように見

えない。そして例えば、文化庁のやっている調査、国交省の調査、それぞれ本当に縦割りで下りてく

るので、地域の担当者もまた別々で、その縦割りの情報というのを全くトータルな形で把握している

人間がいないという、そういう現状があって。小笠原さんが以前に言われましたけれども、被災地が

疲れきっている。そういう現状をどうしたらいいのか。

　つまり、これは発想の転換が必要なんですけれども、被災地は何を求めているのか、必要としてい

るのかということが、最初に問いかけとして、前提として置かれるべきなんじゃないか。小笠原さん

がちょっと触れましたけれども、僕も大船渡の博物館で館長さんに言われました。ここは被災は受け

ていないのですが、「文化財レスキューと言っていろんな人たちが次から次にやってきて、電話をか

けてくる。でも見知らぬ人に、信頼ができるかどうか分からない人に、町の宝を預けることはできな

い。でも善意だから断りにくくて」と言っていました。その前に、とにかくきちんと調べてほしい。

その調査をするための人的な余裕がないんだというふうに言われていました。この問題をちょっと取

り上げてみたいんですけれども。つまり、被災地の実態がどうなっているのか、そうした調査あるい

は研究というのを、どういうふうに組織していくことができるのか。しかもそれを、被災地が何を求

めているのかというところから、どういうふうに考えられるのか。川島さんにお願いしたいんですけ

れども、被災地が求めているものと外から支援として関わってくるものとの落差みたいなものを常に

感じられていたと思うんですけれども、では具体的に、この無形民俗文化財を保全、あるいは守って

いく、育てなおしていくために、地域は何を必要としているのかといったことをお話していただけた

らいいんですけれども。

　

　川島　被災地の只中にいて、最初の支援はもちろん物質文化といいますか、物質支援なんですね。

うちのリアス・アーク美術館も、4 月いっぱいまでは支援物資の収納庫代わりみたいになっておりま

した。ただそれも連絡が悪くて、いつまでも物資が置いてあるとか、そういった実情がありました。

それから、そろそろ夏くらいになると、冬物の古着とかはいらないはずなのに、それでも送ってくる。

これは、やはり被災地がどのような気候であるかとか、そういうことまでは分からなくて、恐らく、
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東北はこういうところだろう、というイメージで送ってきていると思います。私個人で感じているの

は、復興でまず早かったのは飲食店なんです。これはどこでもそうだと思いますが、まず食べていか

なくちゃいけないということだし、店もお客さんが離れてしまわないうちに新しい店をどんどん建て

ていく。ところが、気仙沼では被災した本屋はまだひとつも再開していません。もうそろそろ出ても

いいかなと思うくらいに、本も注文できないという状況です。そういった被災地の要求と支援のあり

かたにズレはあります。

　被災地からの要望を私が代表して言うことは、ちょっとおこがましくて言えないんですけれども、

未指定の文化とか、そういった文化財に関して言えば、先ほど気仙沼の絵図の写真を見せた時にちょっ

とお話したかったことがひとつがあります。先ほどの地図は寛政年間（1789-1801）のものなんですが、

実は元禄年間（1688-1703）の地図は川の向きが変わっていたんです。ちょっと話が長くなりますが、

気仙沼湾内に流れる大川が真水を運んでくるので、なかなか塩田が作れない。それで川の付け替え工

事を享保年間になってから行なっております。今回被災されたその地域を見ると、その昔の川床のと

ころから水が入っているんですね。それを思った時に、やはり歴史的認識が欠如した復興計画は、多

分駄目だろうなと。

　今こそ我々が声を大きくして、こういった文化なり、伝えてきたものを言わなければならないと思

うんですが、私が歯がゆいと思うのはどうも外からの支援もそこまでには至らない。やはりそういう

地域に伝わるものが、結局復興の核になるということを支援してくれるような、そういった内容を期

待しております。

　赤坂　歴史というものをきちんと把握せずには、多分復興のプロジェクトは立たないと思うんです

けれども、ただその調査というのが今の被災地の人的な状況の中で、恐らく難しいと思うんです。例

えば 500 万円のお金を被災地に渡して調査しろと言っても、多分できない。その時に、やっぱり外

部の研究者とかとチームを作るような形での調査、研究といったものしか可能じゃないと思うのです

が、その辺はいかがですか。

　川島　今、うちのリアス・アーク美術館にレスキューに来ているのが、千葉県佐倉市にある国立歴

史民俗博物館の研究員の人たちですが、その人たちだけでなく、教育委員会で緊急雇用した、被災さ

れた人たちも一緒にレスキューの作業に当たっております。もう半年近く経過しているのですが、地

元にいた人たちも気付かなかった価値みたいなものがあるということを、いろいろ学んできました。

単に調査者とか研究者が外側から来て被災地を調査するだけでなくて、そういう地元の人を、しかも

雇用する形で何とか調査に組み入れてもらえれば、もっと地元の意識も高まるし、それからそういう

研究者にとっても実に多くのことが得られるんじゃないかと思っております。

　赤坂　今、とても大切なご指摘をいただいたと思います。遠野でも被災地をどういうふうに支援す

るかと皆さんに集まっていただいて話を伺った時に、この問題が出たんですね。つまり外からの研究

者が、あるいはシンクタンクのようなものが、お金をもらって今たくさん入っていますけれども、そ

れはその地域に暮らす人たちのアイデンティティみたいなものを作り直すことにちっとも役に立って

いないという現実が、どうもありそうなんです。ただ、雇用というのも実は問題になったんですよ。

日当が安すぎてちっとも集まらないとか、そういう問題もありまして。これは当然もう石垣さんに受

けてもらうしかないですね。この問題、いかがでしょう。つまり外部の人たち、専門家たちが入るの
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は大切ですけれども、それが同時に、その地域が自立して立ち直っていくために、その地域の人たち

がアイデンティティを育て直すのに役立つような形を作っていかないと駄目だという川島さんの指摘

は重いと思うんですけれども。

　石垣　全くおっしゃる通りだと思います。川島さんの言ったことをそのまま言い直すような感じで

恐縮なんですけれども、やはり外から見えるものと内から見えるものは当然違うわけです。文化財云々

を別にしても、特に民俗調査なんかはそうですけれど、調査される方の側に立ってものを見るという

のは絶対必要なことでありまして、そういう意味では調査は本来、外から入っていくだけではなく

て、中の人と協力してやるというのが必要なんだろうなと強く思っています。その中でお互いの交流

があるわけですし、先ほど川島さんも言われましたように、多分外からの人が果たすべき役割は、内

の人が知らなかったことを気付かせてあげる――気付かせてあげるというとちょっと偉そうですけれ

ど、実はこういうものもありますよという、お互いの情報交換というのが、地元のアイデンティティ

が湧いてくる、表に出てくるひとつのきっかけを作ってあげることだろうなという気は強くしており

ます。赤坂先生や川島さんの言われるように、今まで調査というと、どちらかというと調査団を組ん

で、外からガッと入っていって、言い方は悪いですけれど、必要なことを切り取っていくようなとこ

ろがあったかと思うんですけれども、復興や、あるいは町なり地域なりを作っていくという意味での

調査というのは、それでは多分うまくはいかないんだろうと。やはり地域の人と協力しながら、地域

の目線で物事をどれだけ掬
すく

えるかというところが、一番ポイントになってくるんだろうなというふう

に思います。

　赤坂　小笠原さん、遠野からいかがですか。まさにそれを今やっていますけれども。

　小笠原晋　先ほど赤坂先生も言ったように、やはりその地域が何を求めているか、それにどう応え

るかというのが大事だと思っているんですけれど、雇用の問題になりますと、かなり現実では難しい

ところがある。雇用保険の問題があったり、賃金の格差の問題があったり、募集してもなかなか来な

いというのがあります。一方、何を調査して研究していくのかという問題もあると思うんですね。そ

の地域にとって、今、活かされていかなければいけない問題というのがあると思うんです。特に復興

計画が、岩手県内はほとんど 12 月くらいで揃ってくると思うんですけれども、本来であればその復

興計画の中で、いわゆる民俗知みたいなものがどう活かされて継承されているかというのは大事なと

ころだと思うんです。ただ、実際その復興計画は 5 年とか 10 年かかるわけですけれども、その中で

きちんと活かされていく方法がなければ、何のための調査だったのかなと。研究者だけの調査で、成

果だったのかなと、それではちょっといけないような気がいたします。

　（4）寄り添うことと、顔の見えるネットワークの構築 

　赤坂　阿部さん、同じ問題なんですけれども、これをどういうふうにご覧になっていますか。

　阿部　私はたびたび民俗芸能の上演の現場に入って調査、というか気持ちを共有してきたんです

が、地域文化を支えている人たちの前提というのが暮らしの再建だというのは、誰が何と言おうが分

かっているんですね。それはさて置いて、自分たちは今この芸能を何とか守りたいんだということを

言っているんです。ですから前提は暮らしの再建で、その次にようやく地域文化の復興、再建だとい

うのはもう分かっているような気がします。
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　そういう中から見えてきたものとしては、やはり、いつも寄り添っているということが大事なのか

なという気がするんですよね。ですから外から行って一過性の調査で帰ってきてデータを出しても、

彼らの心には何も残らないと思います。やはりどれだけ寄り添っていられるか。私は幸い、北上市と

いう沿岸地域から 2 時間足らずのところにおりますし、小笠原さんも 30 分、40 分の世界におりま

すから、寄り添えるんですね。でも、やはりなかなか寄り添えないと思うんですよ、思いはあっても。

ですから、地元にそういう人間をいっぱい作っていくことが大事だという気がするんです。私たちが

支援活動を始めた時には、やはり仲間がいたわけです。メールや何かでやり取りをして、あの人どう

なったろうね、こうなったろうねという話の中で情報を共有しながら、じゃあやっぱり沿岸に行って

事情を聞いて、どういう支援ができるのか、ということになったんです。本当に論理もくそもないん

ですね。ただただ、飛び出して行って現地の人に会うと。それがまずは、彼らとのこれからの行動を

決めていく一歩だと思って行ったわけです。

　この全日本郷土芸能協会が出した支援一覧〔参考資料 1・2〕の中に、小さな『とりら』という雑

誌を出している団体があるんです。私もその一員で、文章を書くと会員になっちゃうんです（笑）。

そういう組織なんですが、そこが何とか支援しようというので、とりあえず「とりら基金」というの

を集めようということで動き出したわけです。お話を聞きに行く時、その集めた基金の中からお見舞

金を持っていって、大変でしたね、どんな支援ができるでしょうかということで、いろいろお話を聞

いていくことから始まったわけです。私たちは 5 月 2 日に大船渡に行って、被災した民俗芸能団体

の協会の人に集まっていただいたんです。そして、被災した人たちの話をまず聞いてみようというこ

とで 3 人で行ったんですが、その時に、実は全部鹿踊りの道具を流されてしまったと。どうしたら

いいだろうか。じゃあ、それを何とか支援しようということになりました。けれども、鹿の角は本物

を使っているからそれは容易じゃないよ、という話になって。1 人の女性が、自分のブログに「鹿の

角求む」と出したわけです。鹿踊りの関係者とかから、即、反応はあったんです。ところが、鹿踊り

の角というのは綺麗に揃わなくちゃいけないので大変なんですね。数も 8 つなので 16 本必要なんで

すけれども、30 本、40 本ないと駄目なんです、その中からいいものを選ぶということで。そういう

中で、今日もいらっしゃっている国立民族学博物館の林勲先生なんかが中心になって動いてくれたの

で整ったんです。全国的な広がりになって、新聞でも何度か報道されました。今、その復興に向けて

の取り組みに、地元の人は自らの力で頑張っています。そういう「寄り添っていく」ことによって問

題が解決できるのかなと。今まで、ただ見る側、やる側という人間関係だった芸能者と我々が同じ気

持ちを共有する。そういう関係が今後も続けばいいのかなという、そのくらいのスタンスでしか私は

やっていませんので、みなさんの論議の中にどこまで溶け込めるか分からないんですが、今後もそう

いう形でやっていきたいと思います。

　我々は 5 月から調査を始めて、ずっと支援活動をしてきて、現地の人ともいろいろ会ったわけです。

『とりら』の編集長、飯坂真紀さんという方ですけれども、飯坂さんはその人たちに原稿を依頼して

いるんです。これが来年の 3 月には特集号として発行される予定です。現地から、実際に被災した

芸能の生の声を特集しようということで、今やっております。

　こうして我々が活動する中で、お金も含めて具体的に支援に結びつけたんですが、その中でネット

ワークが広がったんです。今までにないネットワークの広がりの中で、具体的な支援が続いてきたと

いうことで、やっぱりこのネットワークをもっと強固なものにしていかないといけないんじゃないか

なという気がします。調査という、そういう固い枠にはまったことよりも、もっと気持ちを共有でき
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るネットワークを我々の中で作り上げていけば、もっと気軽に支援というものができるのではないか

という気がするんですね。私自身も民俗芸能はやりませんが、民俗芸能をやっているくらいの気持ち

で調査に携わると、これまた大きな違いが出てくるんじゃないかなという気がいたします。『とりら』

の発行の時はネットで知らせますので、ぜひ買ってください（笑）。

　赤坂　阿部さんは北上で、小笠原さんは遠野で、森さんは会津若松だけれども南相馬の出身である。

多分、その辺りの距離にある人たちがどれだけ「繋ぐ」とか、いろいろなことができるかというのが

大切なんですね。うまく機能している、うまく動いているところには必ずそういうキーパーソンがい

るような気がいたします。そして今、阿部さんがとても大切なことを言われたと思うんですけれども、

被災地の、例えば川島さんのような方たち、そして少し周辺部の人たち、さらに東京周辺とか、いろ

いろな遠隔の人たち。多分それを上手に繋いでネットワークを作っていかなければ、これだけ広範囲

の被災地の文化復興なんて、多分あり得ないんですよね。たくさんの人たちが関わりながら、しかも

川島さんが言われたように、地域の人たちがいわば担い手として自覚を深めながら育てていく。それ

も支援しなくてはいけないことなのかもしれないと思います。

　ちょっと戻るのですが、森さん、先ほど質問で流出してしまった神社の現状を調査する方法を問う

ものがありましたけれども、別の質問なんですが、「とりわけ福島に関しては岩手、宮城両県と比べて、

これまで調査の進展がなかった理由は、どのように考えられますか」という質問があります。このあ

たり、原発被災地であるがゆえの厳しい条件があると思うので、ちょっとそのあたりをお願いします。

　

　森　まあ、理由は単純です。放射線量が高い。それによって全戸避難の市町村があり、一部避難も

あり、例えば南相馬市はさっき言ったように 4 つのパターンがあって。その混乱している市町村の

行政の中で、じゃあ神社数えましょうなんていうことを誰がやりますかということなんですね、じゃ

あ民俗学者が来て、そういう仕事をすればいいじゃないかと言っても、それに携わるような暇な人は

いない。とにかく何をどうやっていいか分からない。やろうとしても規制というものがかかって全く

動けない。そういう中で、じゃあ住んでいた人たちは今どこにいるかというと、ほとんど仮設住宅に

いるわけです。大熊町は多くは会津若松にいますし、楢葉町は会津美里町にいます。双葉町は埼玉県

の加須とか郡山辺りにいます。そういう人たちに、先ほど阿部さんがおっしゃられたように寄り添う

人がいればいろんなことを聞き出せるわけですね。もう市町村史をそこで編纂できるくらいのことが

できるわけなんです。ただ制度というか、福島県立博物館がやればいいじゃないかと言っても、県博

は県博でやる仕事がいっぱいあって、そちらに人を回せないということもあります。例えば、これは

可能なのかどうか分かりませんけれども、昨日聞いた話では埼玉県の毛呂山町というところが、町を

挙げて浪江町を支援しましょうということを打ち出しているんです。そうであれば、毛呂山町の歴史

資料館、民俗資料館の方々の力を得て、浪江町の仮設に行っていろんな情報を収集し、そのニーズと

いうものもピックアップして、そして具体的に何ができるのかを検討する。そして毛呂山町の方々の

力、そして埼玉県のネットワーク、そういうものを集結して浪江に当たるというようなことができな

いかなあと。それは他の双葉町や大熊町やそれぞれに、別の自治体が関わって、本当に支援体制を作っ

てくれる。そこからどんどん何をやらなきゃいけないかが見えてくるし、無形の民俗文化財の部分で

もいろんなことが見えてくると思うんです。これは有形、無形に関わらずですけれども。ただ、そう

いう制度を国では作らないでしょうし、逆に国待ちにしていると何も進まないですね。国は何をやっ
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ているかよく分からないし、それが県に下りてきても、県も何をやっているかよく分からないし（笑）。

そうすると、もう市町村同士が本当に近づいていって寄り添う形で支援していく。そんな形が私は理

想だと思うんです。

　それともうひとつ、ちょっと話はずれますけれども、さっきの「小さな祭り」「大きな祭り」とい

う中で、小さな祭りは家単位の祭りもあるわけです。例えば重陽の節句に幣束というものを神主が作っ

て、それを全戸に配ります。竈神とか氏神、水神、そういうものに幣束を捧げるんですけれども、家

自体が全部なくなっちゃった。そうすると、捧げる所がないわけです。幣束を何千と作っていた神主

の仕事がなくなっちゃう。そうすると収入もないわけです。今、例えば飯舘村をはじめ避難している

地域の神主さんたちは、食っていけない状態です。私は昨日、上野の下谷神社に行って仮社殿を作っ

てくれてありがとうと言ったんですけれども、地元の神主さんの中には、そんな仮社殿なんかいらな

い、それよりも俺らにお金をくれないと神主自体がもうやっていけないという人もいます。神主が疲

弊すると祭りだって芸能だって疲弊していくわけですよね。そういう実態というものがあるというこ

とも、ぜひご認識の中に入れていただければと思います。

　赤坂　お寺さんも状況は同じようですね。被災して建物がなくなっても、教団の宗派の本部の方か

らはお見舞金として 100 万円とか 200 万円が支援されるだけで、そういうことではとても再建でき

ない。そういう話をよく聞いています。森さんの話の前半部、毛呂山と浪江町のお話ですが、僕の知

る限りでは弘前市が弘前大学を中心にして岩手県の野田村に関わったんですね。そこで生まれた関係

というのが、恐らくこれからも活きていくだろうというふうに僕は見ています。つまり、大学を中心

に市民のボランティアやたくさんの人たちが関わって、そこで顔の見える関係が生まれてきているん

ですよね。そうすると、それは継続していきます。僕は復興構想会議の中で、結局発言するのを控え

てしまったんですけれども、「災害姉妹都市構想」みたいなものが必要だなというふうに思っていま

した。つまり、例えば三陸の宮古や釜石は災害協定を結んでいたんです。でも、広域の災害の中でお

互い壊滅していますから助け合いようがなかったんです。だから、もしかしたら必要なのは少し離れ

た、災害に共に巻き込まれることがないような、けれどもそんなに遠くない地域とか、そういうとこ

ろとの具体的な協定を結んで、災害時の物質的な支援から文化的な支援まで含めてお互いに助ける。

今度は山の方で地震があったり、山崩れがあったりした時には、海の方から助けにいくみたいな、そ

ういうことをしておくことが保険になる。リスク管理にとって、とても重要だということが見えたよ

うな気がしています。先ほど小川さんは「地域文化財」と言われましたよね。とても関心を引かれた

んですけれども、今日のお話のこれまでの文脈の中でぜひ引き取って、もう一度それをお話していた

だけますか。

　（5）地域文化を再発見・再認識する ―― 地域文化財と歴史文化基本法

　小川　さっきの川島さんのお話にあった、地元の人たちが新たに自分たちの身の回りのものを再発

見していくという、そういう作業がやはり非常に重要なんだと思います。ですから、それは国の指定

文化財であろうと都道府県の文化財であろうと、市町村の指定文化財であろうと、未指定のものであ

ろうと同等に扱って、地域の方々が自分たちの生活の中にある、自分たちの生活の歴史を語ってくれ

る、あるいは文化的な特色を語ってくれるものを自ら認識していくという、そういう意味での地域文

化財です。
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　ですから地域文化財として指定するとかいうことではなくて、やはり文化認識のひとつの哲学、思

想としての捉え方です。「地域博物館」という、重要文化財のような目玉がない博物館、私が以前 19

年勤めた博物館はそういう所だったのですけれども、やはり地域の文化や自然を再発見していく、再

認識していくような博物館でした。文化というものを哲学として、思想として、どう考えていくかと

言った時に、やはり国から与えられるとか、自治体から与えられるものではなくて、自らの中で再発

見して認識していくような形が取れるというのが一番いいのかなと思います。そうすると、その文化

を核に地域コミュニティを再構築していくということが起こり、地方自治体の行政の中核にも文化を

置くということが必然的に出てくる。これはやはり、国が一律的にどうしろという問題ではないだろ

うと言えます。さっきも言いましたけれど、あくまでも国は、多様性を認めて必要な補助をしていく

というようなスタンスですね。一番大事なのは、やはりそれぞれの地域社会の中で自分たちの生活を

どう組み立てていくのかということです。その中で文化を哲学としてあるいは思想としてしっかりと

根付かせるというような考え方が地域文化財ということです。ですから、時間はかかります。奥会津

の只見で佐々木長生さん（福島県立博物館）や新国勇さん（只見町）がやった仕事（※昭和 40 年代からはじまっ

た地域住民の手による民具の保存活用運動）というのは、そういう意味では非常によいモデルだと思います。

　

　赤坂　また文化庁に投げ返してみたいんですけれども、歴史文化基本構想は僕も福島県会津の三島

町で少し関わって面白いなと思いました。今、被災地はまさにそれを求めているんじゃないか。つま

り川島さんが言われたように、その土地の歴史を知らずして明日のビジョンなんて描けないんです。

また、それこそ津波がくれば決壊するような、その道筋に何かを建ててしまうとか、そういうことを

繰り返さないためにも、僕はぜひ歴史文化基本構想、あのプロジェクトの被災地版のようなことを、

予算をきちんとつけて、もう少し落ち着いた段階でやれないだろうかというふうに思っているんです

けれど。もしかしたら、もうそういう動きが始まっているんですかね。

　石垣　おっしゃるように、三島町なんかは、まさに 1 村 1 品運動という形で、それぞれの集落が

自分たち自身で誇りとなる文化財は何かというのを主体的に考えるきっかけを作って、そこに赤坂先

生や野本寛一先生（近畿大学名誉教授）なんかが関わって、外からの知見も入って、うまく町全体が文

化財をひとつの柱にしてまちづくりをしていくという形がとられています。その中で実は、小正月行

事なんかは逆にそれを受けて文化庁の方が国の指定をしたという、そういったこともございますの

で、やはり自分たちの持っている文化財というか文化というものが、どういうものかを主体的に認識

していただいて、それを外に発信していくということは今後どんどん必要になってくるんだと思いま

す。じゃあそういう動きは現在どうかということなんですけれど、歴史文化基本構想は文化庁と国交

省が横の繋がりを持ちつつ動いておる事業です。先ほど縦割りという話がありましたけれど、それが

少しでも解消された形で動いています。今度、そういう中で復興がされていくことがあれば、ひとつ

のよいモデルになるのかなというふうに思います。具体的に震災に特化した予算要求云々というの

は、ちょっとまだ何とも…なんですが、この事業自体は今後も続くでしょうから、ひとつのモデルと

してそういう形が出てくればいいかなあというふうに思います。

　ただ 1 点、ちょっと私が個人的に気になっているのが、歴史文化基本構想が動きやすい地域とい

うのがあるんですね。例えば岐阜の高山とか、わりともう下地ができていて、市民の方々の意識も高

い、と言ったらちょっと変ですけれど、ある程度基本構想に乗ったような活動がもうできている中で
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申請されてくるというところが結構あったりします。やはり、こういう事業がありますよと言っても

手が挙がらないのはなぜかというと、それは下地ができていない。どう動いたらいいか分からないと

いいますか、そういうところがあるのかなあと。ですからそこら辺は、文化庁ももう少し分かりやす

く、とっつきやすい形での意識づけをしていく必要があると思いますし、多分ここにお集まりの皆さ

んは、文化財に何らかの関わりを持っている方が多いと思いますので、皆さんもそういう見方、意識

をより強く持っていただき、地域の方々にそういう目で自分たちの周りの暮らしを見る、目を開いて

もらう、最近そういうことも必要だろうと思っております。

　

　赤坂　僕は三島町で関わったから敢えて反論してみたいんですけれども、ある意味では高山のよう

に蓄積があるところは作りやすいんですよ。シンクタンクに投げているところがほとんどだったと思

います。あるものを素材にして物語を作ってくれ、シナリオを作ってくれという動きだったと思うん

ですよ。でも三島なんかはほとんど何にもないようなところで、一から掘り起こして地域の人たちが

納得する形で物語を作ろうみたいな、非常に鈍くさいことやりましたので辿り着けなかったんですけ

れども。ある意味では被災地は、先ほども紹介しましたけれども、近世が丸ごとなくなってしまった

みたいな状況の中で、じゃあどうやって文化を育てていくのか。先ほど舞根地区で子どもたちの火祭

りを復活させたいという川島さんの話、ああいう動きを支援するような、何かそういう動きが作れな

いかなあと思いますね。

　（6）文化をいかに繋いでいくか

　赤坂　質問をたくさんいただいているのに、具体的に取り上げてきていませんので、いただいた質

問に重なる形でも結構ですので、ちょっと会場から質問なり意見なりをいただきたいと思います。ど

なたにという名指しをしていただいてもいいですし、別の問いかけでも結構です。遠慮なくどうぞ。

　山下祐樹（質問者）　埼玉県熊谷市教育委員会の山下と申します。やはり今、地域の伝統芸能およ

び無形民俗文化財の保存において、若い世代をどういうふうに取り込んでくるかということが大きな

問題になっているのではないかと思います。その際、先生方のお話の中には小学校の中でそれをやっ

ていくということがあったんですけれども、子どもの世代、あるいは中間世代、20 代、30 代の世代

をどういうふうに取り込んでいくかという時に、どのような施策、方法が好ましいと考えているのか、

教えていただきたいと思います。遠野の文化保存に関わっていらっしゃる小笠原さんにお願いしたい

と思っております。

　小笠原　若い方々にどうやって繋いでいくか。もうこれは震災が発生しようがしまいが、地域の共

通的なテーマです。私のところではしし踊り 14 団体、それからいろいろな団体を入れると 63 団体

ありますけれども、集まると必ず後継者問題です。いずれ、高齢化、少子化ですので、どうやって繋

いでいくかというのは大きなテーマです。当然ながら学校教育との連携はあります。小中学校でやっ

ていますけれども、どうしても子どもたちが少なくなっているのは現実です。特効薬があるのかどう

かというのは非常に難しいですね。ただ、何とか小学校、中学校までは教えています。要するに、地

域で郷土芸能をやっていますので、私も「東禅寺しし踊り」という団体に所属して子どもの頃から

やっていて、今は笛を吹いています。地域の子どもたちは歩けるようになった頃、保育園、幼稚園の
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時から中学校、高校までは何とか捕まえることができるんですけれども、遠野は地区に大学がないで

すので 9 割以上が外に出ていきます。出ていった人間がほとんど戻ってこないという中でどうやって、

というのは、いつも頭を抱える問題です。ただお祭りの時ですね、例えば 5 月、それから遠野は 9

月に大きな行事があります。その時には都会に出ていった人間も戻ってきて参加してくれる。大学生

になってもその時は戻ってきて参加してくれる。そういうような中から、1 人でも 2 人でも繋いでい

こうという努力をしているということで、これといった決め手が見出せないで困っているというのが

本音でございます。

　赤坂　川島さん、いかがですか。先ほど舞根地区のひとつの例をお話してくださったんですけれど

も、現実はとても厳しいと思うんですよね。

　川島　ちょっと民俗芸能から離れた感じでお話してよろしいでしょうか。実は後継者問題というの

は民俗芸能だけでなくて、震災前から漁業者、漁師さんたちからなかなか若い人たちが育たないとい

う状況であります。今後復興をする場合も、これは非常に漁業のネックになっていると思います。た

だ、最近調査で分かったのですが、船大工さんが船を作り始めているんです。これはすごく需要があ

るから、広田でも歌津でも、どんどん次から次と漁師さんが頼んでいるんですね。歌津では船釘が足

りないというので、それなら広島県福山市の鞆の浦が船釘が有名なので、向こうから持ってきたらど

うかということまで進んでいるんです。それがすぐ後継者問題に結びつくかどうか分かりませんが、

少なくとも船を作る面白さとか、あるいは漁業をする面白さ、民俗芸能をする面白さ、そういったも

のをまず伝えるということが一番ではないかなと思っています。それが得策というか、特効薬にはな

らないかもしれないけれども、現実に和船は今どんどん作られている状況です。

　赤坂　無形民俗文化財の中には民俗技術という問題もあって、どこかで取り上げられるかなあと

思っていたんですけれども、例えば小川さん、民俗技術ということについてどういうふうに考えられ

ていますか。

　小川　難しいですね。経済活動とリンクする部分がありますから。ですから、例えば周辺のアジア

圏で見ていくと、そういう技術を保持している人を準国家公務員的に扱って給料を出していくとか、

究極はもうそういう形で、ある技術を持続していくというようなことしかないんじゃないかと思いま

す。例えば農林水産省は、中山間地域の棚田維持に直接補助をもうやっているわけです。棚田を維持

するために、そこに補助金を出していくということです。ですから究極はやはり国として、ナショナ

ルとして、この技術は将来に受け継いで残していかなきゃいけないんだということで、直接支援をし

ていくのもひとつの手ですが、日本の政治や行政、国民感情にそれが馴染むかどうかですね。韓国で

はできても、日本はなかなか難しいところがあるんじゃないかなと思います。やはりひとつは、職人

が作ったものを国民が買うという運動ですよね。ちょっと値段が高いからみんな遠慮するわけですけ

れども 1 人でも 2 人でも、そういうものを積極的に買えば、自然と技術は保持されるところがあって、

そんなことしか考えられません。非常に難しい問題ですね。これぞという解決の方策はありませんし、

どうしたらいいのかというコンセンサスを作るのも大変なことだと思います。

　芸能の場合は、後継者問題は私はもう江戸時代の村を少し離れた方がいいのではないかと主張して

います。もう少し広いエリアで後継者を求めていくという、そういう意味でのネットワーク・ソサエ

ティということを言い出しているのです。極端に言えば、それは家元制度に繋がっていくようなこと
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になってくるわけで、その辺のバランスの問題が一方ではあるので、どこまでネットワーク・ソサエ

ティとかボランティア・アソシエーションというのを主張できるのかというのは難しいところですね。

　赤坂　僕はさっき災害姉妹都市と言ったんですけれども、例えば阿部さんのような方たちが関わ

る、それもあるし、弘前の若い人たちが野田村の祭りに関わり始める。そうすると、つまりもっと広

いエリアの中からその民俗芸能の担い手が出てくる。あるいは、船って面白いねって言って移り住ん

で船大工の弟子になっちゃうとか、もう少し濃密な関係がそこに生まれてくると、そういう動きが始

まるのかなあという気もしているんですけれども。

いただいた質問の中で、情報収集・発信は、どこに集約するのがベストかというテーマがありまし

た。被災地の文化財を含めた地域文化をどういうふうに保全あるいは育てていくのかといった時に、

例えば災害アーカイブセンターのような形で情報を集約する場所というのは必要なのか。必要だとし

たらどのように作ることができるのか。これ、とても気になってきたんですけれども、例えば森さん、

福島県立博物館というのはとりあえず県の文化のセンターなんですけれども、そういう役割を果たし

ていますか。

　

　森　果たしていないでしょうね。やはり、今抱えている仕事、あるいは来年やらなきゃならない仕

事で頭がいっぱいで、情報収集しましょう、それを発信しましょうという新たに入ってくる仕事はな

かなか取り組みにくいですね。例えば福島の場合だと、そういうことをやっていく施設として福島県

文化財センターというのを整備しようとしていたんですけれども、それはお金がなくなって頓挫して

しまって。まさにこの時期に文化財センターが予定通りできていたらば、かなりの情報収集能力、発

信能力もあったのではないかと思います。残念ですが。

　赤坂　確かに挫折していたんですよね。

　（7）今後へ向けて

　赤坂　あと 10 分少々になってしまいました。本当はたくさんの問題を積み残しているんですけれ

ども、お 1 人 2 分弱で、言い足りなかったこととか、今日の話の流れを受けてお話なさりたいこと

をお願いしようと思います。それでは、阿部さんの方からお願いいたします。

　阿部　冒頭で石垣さんから質問されたことに答えていなかったので、それに答えたいと思います。

被災された人たちがどういうふうに民俗芸能を捉えているかということなんですけれども、やはり共

有するという気持ちで捉えていて、非常に関心が高いです。皆さん、避難所からも出てきてしっかり

と参加していました。ですから心を満たすという点で、被災地でも鑑賞する人たちは気持ちを共有し

ていたと思います。

　もうひとつは、今回のこの取り組みの中で被災地の状況の一定の部分というのは明らかになったと

思います。今日は被災していない各自治体の方たちも全国からいらしていると思うので、ぜひこの話

題を持ち帰って論議していただきたいなと思います。もしも自分たちが被災した時、また隣の市が被

災した時、そういうところを論議していただいて、マニュアルみたいなのを作っていただければ幸い

だと思います。
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　川島　船の話が出ましたので、少し付け加えたいことがあります。先ほど、漁師さんはまず家を守

るより船を守るというようなこと、それが身体に、身についている知識だということをお話しました

が、それは単に、津波後に経済的に船さえあれば何とかなるというだけではなくて、やはり生活の場

所として漁師さんにとっては自分の身ひとつと同じような感覚を船に対して持っております。私が

知っていた漁師さんは、船に乗るたびごとに「オフナダマさま（船に祀っている神様のこと）、おはよう

ござります」と言って船に乗るんですね。それだけ身近なものだから、助けなくちゃいけないと思っ

たわけです。それでその船のことなんですが、震災後、船大工が 1 人亡くなりました。これは津波

ではないんですが、彼は唐桑町の 1 人 1 人の船の好みとか、それからその浜々の地形とかによって

寸法を作っていたんですね。それが船大工の仕事部屋に吊るしてあったんですが、それもみんな流さ

れました。ただ幸いに、私が写真を撮っていたので記録としては残っています。今、支援で三重県の

方から――これはカツオ漁の繋がりだと思うんですが――いっぱい船が支援されて来ているんです

が、なかなか自由が利かない。それは風土も違うし、船の構造自体も違うと。それでも、そこから今

度は何か新しい発見なり技術が伝わってくるのではないか。これは、三陸沿岸はずっとそれを繰り返

してきたんじゃないかと思えてなりません。漁師さんは本当に新しい技術にはすぐ飛びつきます。古

いものをどんどん、漁具なんかも投げる（棄てる）のはどうしてかなと思っていたんですが、やはり

そういった精神みたいなのも、恐らく津波と共に培われてきた姿勢ではなかったかと思います。以上、

それだけをちょっと付け加えておきます。

　森　原発の問題は、今やっぱり存在しているんです。そして、マスコミなんかはどんどん触れない

ようにしてきています。政府もどんどん隠していきます。ただ実際に、例えば南相馬市には生活があ

ります。それもやはり、無形の民俗文化財が関わる暮らしそのものなんです。避難しなきゃならなく

なった町村というのは、まさに村が失われて共同体が失われていっている。その中で、じゃあ全て失っ

ていくのかというと、何か頼りたい、自分たちのアイデンティティを守りたい、伝えたい。そういう

意識はとても強く持っていると思うんです。その何らかの役に立てないか。それは智恵を絞るしかな

いと思うんです。それを皆さんでぜひ、智恵を絞ってください。そして、ぜひ支援の手を伸ばしてい

ただければと思います。以上です。

　小笠原　それでは先ほど地域文化財というのが話題になりましたので、遠野遺産制度というのを

やっていますので若干紹介したいと思います。遠野には当然、いわゆる国指定、県指定、市指定の文

化財もありますが、これはあくまでも「指定」です。遠野遺産は「認定」です。地域の住民に、その

地域の宝だと思っているものを推薦してください、それを認定いたしますという制度をやっていま

す。百十何件になったはずでございます。個人での推薦はできません。団体推薦です。地域の宝は個

人では守れないと考えています。地域の力で守っていただく。それに伴って、市民協同による事業も

ございます。それは文化政策部ではなくて、隣の市民センターという部が持っている補助事業です。

市民協同に関わる補助金で、上限が 80 万で 9 割補助です。ただし市民協同ですので、丸投げの事業

はできません。例えば材料費は出すけれども後は自分たちの力で直す。こういう取り組みをしており

ます。自分たちが認めた自分たちの宝ですので非常に大事にしていて、その地域コミュニティの活動

が活発になっているというのがありますので、よろしかったら見にきていただければと思います。

　もうひとつ、明治 29 年、昭和 8 年、チリ地震昭和 35 年と、何度も津波にあって同じことが繰り



94

返されてきたことについて誰かが言うんだろうと思っていましたが、その津波の時にも、やはりいろい

ろな郷土芸能が、なくなるものはなくなってきたと思うんですけれども、現在まで郷土芸能は繋がって

きていますね。やはり、それだけたくましいものだと私は思っています。悲観しないでいいのかなとい

うように思っています。ただし何と言いますか、土地に対する思いというのがひとつあります。東北地

方ではどこでもそうだと思うんですけれども、先祖崇拝、それから家を繋ぐという思いというのには根

強いものがあります。復興にあたっても、高台移転だとか嵩上げだとか、それらの問題は何とかなって

いくのかなと。多分復興というよりも、その地域をどう創造していくのかという問題になっていくのか

なという感じを持っています。私もすぐそばの自治体ですので、沿岸部の方々と寄り添いながら、何と

か手助けをしていければなと、このように思っております。以上です。

　石垣　先ほど民俗技術の後継者のお話があったので、それについて若干補足させてください。多分、

今回の被災だけでなく、確かにその問題というのは過疎化・高齢化によってどこでも抱えつつある問題

であるんですが、やはり特に今回被災したところというのは、それがより直近で迫ってくるということ

なんだろうと思っています。小川先生のご意見にもございましたけれど、ひとつは小笠原さんが言われ

た、帰省者がその祭りの時期に戻ってくるということの可能性です。その戻ってきたいと思わせるため

には、いかにするかというところが大事なんだろうなと。「郷土芸能」という言い方もあるように、や

はりどうしてもその地域にある程度ゆかりがある、縁がある人が担ってこそというふうに、私は思って

しまうんですね。そういう意味では、外に出ているんだけれど、その芸能の時期になったらやはり戻っ

てやってみたいというような人をいかに育てられるか、というところが、民俗文化財という点ではひと

つカギになってくるんだろうなと思います。それに対して、可能性ですけれど、もしかしたら文化財行

政の側から何か今後お手伝いすることも出てくるのかもしれないというふうに考えております。あとは

全体の流れとして非常に強く感じたのは、地域の側から地域の視点でものを見る、それと、長い目で見

ていくということは、文化財行政に関わっている我々にとっては今や義務に近いことだと思いますし、

もっと言えば、民俗学者も含めて、ここで終わらせるのではなくて、やはり長い目で継続的にこういう

考え方を皆さんと議論・共有しながら、恒常的に意見交換ができていければいいなと、強く思っており

ます。

　小川　手短に 2 つだけ。ひとつは、私の古くからの友人の川島さんや佐々木長生さん（福島県立博物館）

が被災地の状況をレポートでどんどん書いてくださっている。これはやはり、そうさせる大きな何かが

あるのだと思います。それはやはり記憶と鎮魂ということが、そういう行動に駆り立てているんだと理

解しております。『とりら』も盛岡へ行く度に買っておりますので期待しているんですけれども、そう

いう活動に本当に敬意を表したいというのがひとつです。もうひとつですけれども、国は、せめて岩手、

宮城、福島の国立大学に、文化遺産、自然遺産を今後どういうふうに考え、今度の教訓を私たちの生活

に活かしていけるのかを考えるための講座を作ってほしいと思っています。国として何かの機関を作れ

ということではなくて、それぞれの地域の国立大学に講座を作って、そこに文化財調査だとか自然調査

だとか、そういうことを専門にする人を結集して、しかも若者たちを加えて将来に確実に受け継いでい

くというシステムを作るということです。大学にやっていただくのが一番いいと思います。なかなか行

政はそこまで手が回らないという現実があると思うんですね。以上です。

　赤坂　既に時間を過ぎているんですけれども、僕はこの震災以後、にわかにチェルノブイリ関係の本
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を読み始めました。福島で今何が起こっているのかということが我々にはよく分からない。チェルノブ

イリで起こったことの後追いをするのかもしれないと思いながら読み始めているんですけれども、その

中で出会った小さな文章の中で、ウクライナあたりの民俗学者が、もう 6 年も 7 年も経ってから、自

分たちがもう踏み込むことができなくなった土地の民俗調査を始めたらしいんですね。そしてそこで、

例えばわらべ歌であったり民俗芸能であったり、そうしたいわば無形の民俗というものをひとつひとつ

掘り起こすことによって、難民化してもうその土地には戻れない人たちの新しいアイデンティティの小

さな拠り所を作ろうとしている。もっと早く動けばよかったというふうにその方が言われている。そし

て日本ではぜひそれをやってほしいと言われていたことが、とても印象深く記憶に残っています。

　形ある物はもう汚染されて、全て放棄せざるを得なかったその土地では、形なき無形の民俗文化こそ

が、新しい世界に生きていかなくてはいけない人たちのアイデンティティを支えてくれる、そんな力を

持っているのかもしれない。そんなことを思い出していました。本日は、本当に長時間お付き合いいた

だきまして、ありがとうございました。コーディネーターの仕事としては、ここまでにさせていただき

ます。どうもありがとうございました。

　今石　最後、司会に引き取らせていただきます。本日は長い時間、本当にありがとうございました。テー

マは「震災と無形文化」ということだったのですが、聞いていると、本当に震災の前から内在していた

ような問題が表面化して話し合われたという印象を強く受けました。

　それから、繋ぐ、寄り添うということも非常に重要なキーワードとして出てきたと思います。2011

年の漢字にも「絆」という字が選ばれましたが、そうした絆は、非日常の事態になって急に築けるもの

ではなくて、日常からずっと築いてかなければいけない、意識していかなければいけないことだろうと

いうふうに考えています。主催者としましては、今回のこの場がここで終わらずに、ここから新たなネッ

トワークですとか、アイデアとか、考えの連鎖というものが繋がっていくような場になってもらえば、

すごく嬉しいと思います。

　それでは、長い間お付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。
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査
報

告
書

の
作

成
等

Te
l&

Fa
x:

01
9-

66
2-

45
13

ht
tp

:/
/w

w
w

.h
3.

di
on

.n
e.

jp
/~

iw
ag

ei
/t

or
ira

in
de

x.
ht

m

激
励

演
奏

、ワ
ー

クシ
ョッ

プ
、楽

器
等

物
資

提
供

に
よ

る
被

災
地

支
援

ht
tp

:/
/g

ia
nt

-s
po

tli
gh

t.p
1.

bi
nd

si
te

.jp
/in

de
x.

ht
m

l

東
日

本
大

震
災

被
災

地
で

の
活

動

郷
土

芸
能

復
興

支
援

プ
ロジ

ェク
ト

関
連

支
援

の
寄

付
受

付
先

 一
覧

（
順

不
同

）

活
動

再
開

・継
続

の
支

援
、郷

土
芸

能
同

士
の

交
流

や
後

継
者

育
成

な
どに

関
わ

る
支

援
Te

l: 
03

-3
58

3-
82

90
 /

 F
ax

:0
3-

35
83

-2
08

9
ht

tp
:/

/b
lo

g.
ca

np
an

.in
fo

/j
fp

aa
/a

rc
hi

ve
/9

7

伝
統

芸
能

や
漁

業
再

開
を

目
指

した
支

援
　な

ど
Te

l: 
03

-3
83

4-
23

88
 /

 F
ax

:0
3-

38
35

-0
51

9
ht

tp
:/

/w
w

w
.n

go
-j

vc
.n

et
/j

p/
pr

oj
ec

ts
/ 

to
uh

ok
u/

緊
急

ニ
ー

ズ
へ

の
対

応
お

よ
び

中
長

期
的

な
生

活
・地

域
の

再
生

支
援

（
地

域
の

祭
事

・行
事

の
再

開
支

援
等

を
含

む
）

Te
l:0

3-
59

50
-1

33
5　

/ 
Fa

x:
03

-5
95

0-
13

75
ht

tp
:/

/w
w

w
.c

ar
ei

nt
jp

.o
rg

/p
ro

je
ct

/0
4.

ht
m

l

UR
L/

問
い

合
わ

せ
先

東
日

本
大

震
災

被
災

文
化

財
復

旧
支

援
事

業
　 

"S
av

e 
O

ur
 C

ul
tu

re
"

　　
　　

　　
（

心
を

救
う、

文
化

で
救

う)

芸
術

文
化

復
興

支
援

基
金

東
日

本
大

震
災

被
災

者
支

援
事

業

未
来

遺
産

運
動

 東
日

本
大

震
災

文
化

復
興

支
援

 "
東

北
の

お
祭

りを
救

お
う"

地
域

伝
統

芸
能

復
興

基
金

(ま
つ

り応
援

基
金

)

支
援

内
容
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資
料

団
体

震
災

対
応

助
成

活
動

名
目

的
対

象
助

成
金

額
対

象
期

間
申

込
締

切
寄

付
受

付
UR

L/
問

い
合

わ
せ

先

(公
財

)朝
日

新
聞

文
化

財
団

〇
文

化
財

保
護

助
成

事
業

指
定

文
化

財
を

中
心

とす
る

遺
産

を
継

承
す

る
た

め
の

助
成

美
術

・工
芸

品
等

の
文

化
財

、関
係

す
る

環
境

保
全

等
の

活
動

 他
(芸

能
に

関
わ

る
道

具
等

の
修

復
可

)

数
10

万
～

数
10

0万
1年

間
20

12
.

6月
末

日
―

te
l:0

3-
55

68
-8

81
6/

fa
x:

03
-3

57
1-

40
32

ht
tp

:/
/a

sa
hi

za
id

an
.o

r.
jp

/g
ra

nt
/g

ra
nt

0
2.

ht
m

l

企
業

メセ
ナ

協
議

会
〇

東
日

本
大

震
災

 芸
術

・文
化

に
よ

る
復

興
支

援
ファ

ン
ド（

GB
Fu

nd
）

被
災

者
・被

災
地

応
援

が
目

的
の

芸
術

・文
化

活
動

、有
形

無
形

の
文

化
資

源
の

再
生

活
動

等
の

支
援

芸
術

・文
化

活
動

（
伝

統
芸

能
・

祭
事

・伝
統

工
芸

・文
化

財
を

含
む

）
に

関
わ

る
個

人
・団

体
～

50
万

当
該

事
業

に
つ

き
20

12
.5

.3
1

〇
T:

03
-3

21
3-

33
97

 /
 F

:0
3-

32
15

-6
22

2
ht

tp
:/

/a
rt

s-
fu

kk
ou

.b
lo

gs
po

t.c
om

/p
/b

lo
g-

pa
ge

_1
1.

ht
m

l

(財
)日

本
ナ

シ
ョナ

ル
トラ

ス
ト

〇
東

日
本

大
震

災
 自

然
・文

化
遺

産
復

興
支

援
プ

ロジ
ェク

ト
パ

ー
トナ

ー
事

業

財
団

と活
動

団
体

の
連

携
に

よ
る

自
然

・文
化

遺
産

の
復

旧
・復

興
の

実
現

民
俗

文
化

財
・無

形
文

化
財

ほ
か

※
地

域
シ

ン
ボ

ル
で

あ
りな

が
ら国

や
公

共
団

体
の

支
援

の
及

び
に

くい
遺

産

(※
助

言
、

コー
デ

ィネ
ー

ト
等

の
支

援
)

採
択

日
～

20
22

.3
.3

1
20

13
.3

.3
1

ま
で

随
時

○
T:

03
-6

38
0-

85
11

 /
 F

:0
3-

32
37

-1
19

0
ht

tp
:/

/w
w

w
.n

at
io

na
l-

tr
us

t.o
r.

jp
/s

hi
ns

ai
sh

ie
n.

ht
m

l

民
俗

芸
能

～
70

万

民
俗

技
術

～
40

万

・ 
津

波
被

害
を

受
け

た
　1

2市
町

村
の

備
品

整
備

～
10

0万
※

20
12

年
末

ま
で

複
数

回
募

集
あ

り

・ 
芸

術
公

演
等

に
よ

る
支

援
～

50
万

1事
業

に
つ

き

(公
財

)三
井

住
友

海
上

文
化

財
団

文
化

の
国

際
交

流
活

動
に

対
す

る
助

成
(※

都
道

府
県

担
当

者
を

通
じて

公
募

)
地

域
文

化
振

興
の

た
め

の
国

際
交

流
活

動
を

行
うア

マ
チ

ュア
団

体
を

助
成

・ 
音

楽
・ 

郷
土

芸
能

～
50

万
当

該
事

業
に

つ
き

12
月

末
―

ht
tp

:/
/w

w
w

.m
s-

in
s.

co
m

/c
ul

tu
ra

l/
as

si
st

/r
ec

om
m

en
d.

ht
m

l

(公
財

)全
国

税
理

士
共

栄
会

文
化

財
団

顕
彰

・助
成

事
業

(※
推

薦
方

式
)

地
域

文
化

の
振

興
に

資
す

る
　・

 顕
彰

及
び

助
成

　・
 調

査
研

究
・講

演
会

の
開

催
　 他

・ 
芸

術
活

動
、伝

統
芸

術
、伝

統
　工

芸
技

術
、人

材
養

成
事

業
の

　顕
彰

と助
成

・ 
調

査
研

究
・講

演
会

の
助

成

※
要

資
料

請
求

※
要

資
料

請
求

毎
年

8月
～

12
月

末
日

―
ht

tp
:/

/w
w

w
.z

en
ze

ik
yo

.c
om

/c
at

a.
ht

m
l

10
～

翌
3月

5～
6月

末

4～
9月

11
～

12
月

末

無
形
民
俗
文
化
財
の
復
興
に
関
す
る
助
成
（
公
募
等
）
　
一
覧

20
12
年
3月

以
降
締
切
・随
時
受
付

20
12
年
1月

締
切

20
11
年
12
月
締
切

〇
20

12
.1

.2
0

岩
手
県
内
の

芸
術

文
化

活
動

の
復

興
に

資
す

る
助

成
（

文
化

財
、郷

土
研

究
、伝

統
芸

術
、民

謡
民

舞
を

含
む

)

※
 こ

れ
らの

情
報

は
20

11
年

11
月

末
現

在
の

も
の

で
す

。具
体

的
な

内
容

や
対

象
、締

め
切

り等
に

つ
い

て
は

、必
ず

UR
L等

で
ご

確
認

くだ
さい

※
 掲

載
情

報
に

つ
い

て
 は

、そ
の

ほ
とん

どを
(社

)全
日

本
郷

土
芸

能
協

会
か

らご
提

供
い

た
だ

き
ま

した
（

ht
tp

:/
/b

lo
g.

ca
np

an
.in

fo
/j

fp
aa

/a
rc

hi
ve

/1
30

 も
参

照
）

T:
02

4-
52

3-
58

82
ht

tp
:/

/w
w

w
.to

ho
ba

nk
.c

o.
jp

/in
ve

st
/m

an
ag

/c
o_

04
b.

ht
m

l
―

ア
マ

チ
ュア

を
中

心
とし

た
文

化
団

体
の

活
動

福
島
県
内
の

地
域

文
化

の
向

上
・発

展
に

寄
与

す
る

団
体

の
公

演
活

動
、

成
果

発
表

事
業

へ
の

助
成

文
化

・ス
ポ

ー
ツ活

動
に

対
す

る
助

成
事

業
(財

)東
邦

銀
行

文
化

財
団

T:
01

9-
65

4-
22

35
 /

 F
:0

19
-6

25
-3

59
5

ht
tp

:/
/w

w
w

.iw
at

e-
bu

ns
hi

n.
jp

/a
bo

ut
/

ab
ou

t5
.h

tm
l

東
日
本
大
震
災
津
波
復
興
支
援
事
業

〇
(公

財
)岩

手
県

文
化

振
興

事
業

団

T:
03

-3
34

9-
61

94
 /

 F
:0

3-
33

45
-6

38
8

ht
tp

:/
/w

w
w

.m
ei

jiy
as

ud
a-

qo
l-

bu
nk

a.
or

.jp
/lo

ca
l/i

nd
ex

.h
tm

l
―

1年
間

民
俗

芸
能

・民
俗

技
術

の
継

承
の

た
め

の
、個

人
・団

体
に

よ
る

諸
活

動
(特

に
後

継
者

育
成

活
動

)を
支

援

地
域

の
伝

統
文

化
保

存
維

持
費

用
助

成
 (

※
要

・都
道

府
県

推
薦

)

(財
)明

治
安

田
クオ

リテ
ィオ

ブ
ライ

フ
文

化
財

団
20

12
.1

.2
7

～
20

万

■資料 2-1（参考資料「無形民俗文化財の復興に関する助成一覧」（2011 年 11 月末当時）
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参考資料

幸
せ

出
ず

る
国

い
わ

て
実

行
委

員
会

(岩
手

日
報

社
他

）
○

「伝
統

芸
能

用
具

の
新

調
・修

理
」

助
成

岩
手
県
内
の

被
災

に
よ

り損
失

した
伝

統
芸

能
用

具
の

新
調

お
よ

び
修

理
震

災
で

被
災

した
岩

手
県

内
の

伝
統

芸
能

継
承

者
・団

体
―

―
1事

業
に

つ
き

～
20

12
.

12
.2

0
○

T:
01

9-
65

3-
41

11
 /

 F
:0

19
-6

53
-9

15
3

ht
tp

:/
/w

w
w

.iw
at

e-
np

.c
o.

jp
/

sy
ak

ok
u/

ch
or

i_
yo

ko
20

11
.p

df

(財
)日

本
ナ

シ
ョナ

ル
トラ

ス
ト

〇
東

日
本

大
震

災
 自

然
・文

化
遺

産
復

興
支

援
プ

ロジ
ェク

ト　
支

援
事

業
　(

※
要

・市
町

村
推

薦
)

対
象

遺
産

の
所

有
者

・管
理

者
が

行
な

う修
理

・復
旧

経
費

の
一

部
を

助
成

民
俗

文
化

財
・無

形
文

化
財

ほ
か

※
地

域
シ

ン
ボ

ル
で

あ
りな

が
ら国

や
公

共
団

体
の

支
援

の
及

び
に

くい
遺

産
～

25
0万

1年
間

～
20

12
.

12
.1

6
○

T:
03

-6
38

0-
85

11
 /

 F
:0

3-
32

37
-1

19
0

ht
tp

:/
/w

w
w

.n
at

io
na

l-t
ru

st
.o

r.
jp

/
sh

in
sa

is
hi

en
.h

tm
l

(公
財

)三
菱

UF
J

信
託

地
域

文
化

財
団

各
地

の
伝

承
芸

能
の

伝
承

と保
存

、後
継

者
の

育
成

を
図

る
た

め
の

公
演

地
域

文
化

の
振

興
に

資
す

る
ア

マ
チ

ュ
ア

団
体

の
活

動
へ

の
助

成

伝
統

芸
能

活
動

(伝
承

と保
存

、
後

継
者

育
成

の
た

め
の

公
演

等
)

他

20
～

50
万

程
度

１
年

間
8月

～
11

月
末

―
T:

03
-3

27
2-

69
93

 /
 F

:0
3-

32
72

-6
99

4
ht

tp
:/

/w
w

w
.m

ut
-t

iik
ib

un
ka

za
id

an
.

or
.jp

/

(公
財

)ト
ヨタ

財
団

○
地

域
社

会
プ

ログ
ラム

　※
震

災
特

別
枠

「地
域

再
生

支
援

」
　　

 あ
り、

来
年

度
に

つ
い

て
は

要
問

合
せ

「継
ぐ、

つ
くる

、つ
な

が
る

」を
テ

ー
マ

に
地

域
課

題
の

解
決

に
取

組
む

プ
ロジ

ェク
トを

支
援

暮
らし

の
再

建
、地

域
社

会
の

再
生

・構
築

を
目

指
す

課
題

～
30

0万
/

年
1～

2年
20

11
.1

1.
30

―
ht

tp
:/

/w
w

w
.to

yo
ta

fo
un

d.
or

.jp
/p

ro
gr

a
m

/c
om

m
un

ity
.h

tm
l

(独
)日

本
芸

術
文

化
振

興
基

金
地

域
の

文
化

振
興

等
の

活
動

助
成

(※
都

道
府

県
を

通
じて

申
請

)
地

域
文

化
の

振
興

の
た

め
の

助
成

・ 
文

化
会

館
等

の
公

演
・展

示
・ 

ア
マ

チ
ュア

文
化

団
体

の
活

動
・ 

民
俗

文
化

財
の

保
存

活
用

・ 
伝

統
工

芸
技

術
・文

化
財

保
　 

存
技

術
の

保
存

伝
承

活
動

等

20
万

以
上

翌
年

度
20

11
.1

1.
16

〇 下
記

参
照

T:
03

-3
26

5-
64

07
(文

化
財

関
係

)
   

03
-3

26
5-

63
73

 (
文

化
団

体
活

動
) 

他
ht

tp
:/

/w
w

w
.n

tj.
ja

c.
go

.jp
/k

ik
in

/r
eg

io
n

al
.h

tm
l

映
像

記
録

保
存

事
業

助
成

(※
都

道
府

県
を

通
じて

申
請

)
各

地
の

伝
統

芸
能

等
を

記
録

・保
存

す
る

事
業

を
助

成
～

20
0万

1年
間

―

地
域

伝
統

芸
能

継
承

者
(青

少
年

等
)

育
成

事
業

(※
市

区
町

村
が

申
請

)
継

続
的

な
育

成
事

業
を

行
な

う地
域

伝
統

芸
能

等
の

公
演

事
業

の
助

成
～

10
0万
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2011/12/15 

3.11 東日本大震災における（社）全日本郷土芸能協会の対応について 

 

小岩秀太郎（（社）全日本郷土芸能協会） 

 

 

（社）全日本郷土芸能協会（略・全郷芸）は、全国の郷土芸能の保存会や愛好者で構成さ

れている日本唯一の組織である。関係団体・関係者とのネットワークを活かして、継続的

に被災地域の「郷土芸能」に関する現状報告や情報収集、情報公開を行い、被災地域の郷

土芸能への支援活動の周知やアドバイスを通して活動再開への協力も続けていく。また、

全郷芸独自の復興支援活動として『郷土芸能復興支援プロジェクト』を立ち上げ、支援金

によつ直接支援は勿論のこと、全郷芸ならではのネットワークによる芸能団体同士の交流

活動や後継者の育成などの面で、復興支援を長期的視点で続けていきたいと考えている。 

 

 

■東日本大震災 被災郷土芸能に対する当協会の活動（平成 23 年 12 月現在） 

 

1. 震災直後より、被災地の会員を中心に安否調査を電話、メールなどで実施し、被災状

況の情報を収集した。 

 

2. 被災情報、支援情報、活動再開情報などを全郷芸会報第 63 号〔4 月 15 日発行〕・

第 64 号〔7 月 15 日発行〕・第 65 号〔10 月 15 日発行〕に掲載した。 

 

3. 被災した郷土芸能関係者へ全国からのメッセージを届ける「DEAR TOHOKU プロ

ジェクト」を 3 月 15 日に立ち上げて会報やメルマガにて呼びかけ、冊子にして配布

した。 

 

4. 被災地周辺の郷土芸能関係者及び自治体教育委員会や博物館関係者と連絡を取り合

い、またインターネットやマスコミの情報を収集、各関係者と共同で〔被災地芸能等

一覧〕を作成している。 

 

5. 郷土芸能をはじめとする「無形の民俗文化財」に対する助成や支援情報を収集し、被

災した芸能に対する支援活動を行う各種法人、企業、大学などと情報交換・情報提供

を行っている。 

 

6. 全郷芸で収集・把握した被災情報や各地の取組みについて、新聞・テレビ等マスコミ

各社からの取材を対応している。 

 

■資料 3-1（参考資料「東日本大震災における（社）全日本郷土芸能協会の対応について」
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7. 被災によって助成の申請が困難な郷土芸能団体の代理申請や申請書のチェック、相談

の窓口を担っている。（※代理申請は１件、申請書作成の相談は 12 月現在で約 15

件） 

 

8. 支援を必要とする郷土芸能団体へ、全郷芸ブログや会報、関係ネットワークを利用し

て迅速な周知を行っている。 

 

9. 被災した郷土芸能の復興に対して長期的な支援をし続けるため、東日本大震災『郷土

芸能復興支援プロジェクト』を立ち上げ、支援金の募集と情報窓口を担う。平成 23

年度内にプロジェクト委員会を招集し、支援方針を決定する。 

 

10. 『郷土芸能復興支援プロジェクト』の支援金は主に、被災地の子ども達が携わる郷土

芸能団体への支援や郷土芸能団体同士の連帯感を結ぶ交流活動の支援、自治体が把握

困難で手が届かない無指定団体や支援情報が少ない地域の芸能団体への支援に使用

する予定である。 

 

11. 『郷土芸能復興支援プロジェクト』支援金募集は、会報や Web で呼びかける他、全

郷芸主催事業や全国の郷土芸能発表会などの協力を得て活動を行う。 

 

12. 被災地の郷土芸能や無形民俗文化財に関するシンポジウムやイベントなどの情報や

相談の窓口を担う。 

 

 

 

被災芸能はじめ郷土芸能に関すること全般で情報やご意見・ご要望・ご相談等がありまし

たら、事務局（担当 小岩 メール：koiwa@jfpaa.jp）までお寄せ下さい。 

 

 

（社）全日本郷土芸能協会 

〒107-0052 東京都港区赤坂 6-7-14-102 

TEL 03-3583-8290 FAX 03-3583-2089 

URL：http://www.jfpaa.jp/ 

ブログ： http://blog.canpan.info/jfpaa/ 

 

 

 

 

■資料 3-2
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　アンケート集計結果

　　1. 参加者 総数　　　　　170 名　（スタッフ 10 名を含む）	 　

　　2. アンケート回収率　 　アンケート回収数：86 名 ／ 回収率　53.76%			 

　　3. アンケート集計結果		

　　　（1） 回答者内訳（86 名 )　 

 　　　　　【性別】　　　（名）　　　【年代】　　　  （名）　　　【所属】　　　　　　（名）

	

　　　（2） 満足度　 

男性

女性

無回答

59

23

4

20 代

30 代

40 代

50 代

60 代～

無回答

11

14

24

19

16

2

49

20

1

4

9

3

行政担当者

研究者

保存会関係者

学生

その他

無回答

58

26

0

2

67.4％

30.2％

0％

2.3％

非常に有意義だった

有意義だった

出席の必要はなかった

無回答

男性

女性

無回答

59

23

4

20 代

30 代

40 代

50 代

60 代～

無回答

11

14

24

19

16

2

49

20

1

4

9

3

行政担当者

研究者

保存会関係者

学生

その他

無回答

58

26

0

2

67.4％

30.2％

0％

2.3％

非常に有意義だった

有意義だった

出席の必要はなかった

無回答
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　　　（3）自由回答（まとめ）	 							     

　　　　【満足度の理由】 （当項目回答者：81 名／（ ）内は回答者の割合、重複あり）

　　　　・現場の生の声を聞くことができた／様々な立場の人の声を聞くことができた（41%）	

　　　　・無形民俗文化財の意義や原点、果たすべき役割を再認識することができた／

　　　　　そのきっかけができた（20％）

　　　　・現状と課題を知ること、共有することができた／そのきっかけができた（19％）	

　　　　・タイムリーな話題だった／いま最も関心のある話題だった（4％）			 
	

　　　　【今後取り上げてほしいテーマ】（当項目回答者：49 名／（ ）内は回答者の割合、重複あり）

　　　　・震災復興と無形文化のテーマを継続的に（復興の経過報告、何が変化したか、

　　　　　現場の「今」と課題の報告、復興に関わる分野横断的対話を促すテーマ／

　　　　　来年度だけでなく何等かの形で長期的に取り上げてほしい等）（51％）		

　　　　・無形民俗文化財の枠組み／無形民俗文化財行政の在り方について（17％）

　　　　・後継者育成、継承の問題（15％）								      

　　　　・地域づくり、まちづくりと無形民俗文化財（6％）						    

　　　　・民俗技術について（4％）									       

　　　　・無形民俗文化財とデジタルアーカイブ（4％）							    

　

　　　　【その他、要望等】									       

　　　　・無形民俗文化財に関する資料等の所在確認、収集、データベース化を国を挙げて早急に

　　　　　進めてもらいたい

　　　　・人的ネットワーク作りを行なってほしい

　　　　・支援の前提となり得る調査と情報の公開が必要

　　　　・タイムリーなテーマでとてもよかった、今後も継続してほしい

　　　　・コーディネーターは東文研の人間が務めた方がよいのではないか

　　　　・開催時期の検討を。12 月は調整が難しい／

　　　　　都道府県推薦の出席者の決定通知をもう少し早めてほしい	
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　　4. アンケート抜粋

　　　（1）ご意見・提案

・  思いや意志を共有する人のネットワークづくりを是非。国の文化財行政を動かせるネットワークになれば
ベスト。

・  無形文化財、文化遺産の震災後の現状と問題がよく分かりました。医療、警察等、緊急時の系統を組織す
るのと同様、民なり官なり、どちらでもタテ割りを越えて組織化し、マネージメントをする必要があると切
に感じました。

・ 祭りの再生、聖地（中心）の再生は人心の中から自発的に再生される必要があると思います。その自発性以
前に国の行政がどのように支援ができるのかはかなり検討を要するのではないでしょうか。行政が新しい伝
統を創出しないように…。小川先生が言われた通り、地方こそが、どのような街づくりをしたいのかという
ことに対し、国は支援していったらよいと思います。それが寄り添うことになるのではと思いました。森さ
んの、町対町のつながりでできることはないかというお話は大変良いと思います。

・	 支援をしてゆくにしても、その地域における芸能の位置づけや機能を知らないと、変な方向に向かってしま
う可能性があります。もちろん地域の人にフィードバックされる調査も必要ですが、それとは別に（本来震
災前に行なっておくべきものでしたが）そうした支援の前提となり得る調査と広報が必要と思います。

・	 文化財という物にばかり目が行きがちだが、価値も人が付与するもの。無形のものはいくらでもある。現地
の人のことを知らない外部の人間が、大事だ、守れと騒ぎ立てても、現地の人達からするとどうなのか。ケー
スバイケースで対応するためにも、現地の声を知り、本当に伝えなくてはいけないものを見極める必要があ
ると感じた。

・	 これから行われてゆく被災無形文化の調査等を、できるだけ多くの人に知らせることのできる工夫があれば
と思います。

・	 文化財レスキューにおいて史資料の保全をはじめとする地域の再興はまだまだこれからだと考える。引き続
き今回のテーマを取り上げ、最新の情報発信、情報交換を行なっていくべきだと思う。幅広く参加者を募り、
様々な意見を集約できればと考える。

・	 原発事故に伴う避難地域では、無形民俗文化財の伝承母体である「地域コミュニティ」そのものが崩壊の危
機に直面しています。この「地域コミュニティ」の現状把握や、無形民俗文化財に関する写真、映像、資料
等の所在確認、収集、データベース化を、国を挙げて早急に進めて頂きたいと思います。

・	 東京にいて、必要な人に必要なものを届けるための情報を得るのはとても難しい。芸能のことに関する寄付
を受け付ける口座が独立で作られて長期的に保たれるなら、送金、募金も容易になり、後年の災害時にも使
えて良いと思う。どんなところに、お金をいつ渡せば役に立つかを知っている人が、きちんと守って下さる
口座ができればよいのに。

・	 都道府県、市町村における民俗担当者の数は少ない。今回、市町村が、被災地へ支援する必要が確認された
が、派遣できる人数は無い。埋蔵文化財の分野と状況が違う。震災の支援にも必要なことなので、この協議
会を通じて、市町村での民俗担当の採用を増やすような動きに結びつけるべきだと思います。（例えば、政
令指定都市における民俗担当技師がいるのは京都市だけです。そんなことでは有事に対応できないのは当り
前です）

・	 日本民俗学会年会では、文化財保護行政が破綻しているとの言い方をしばしば耳にするが、民俗学が実学と
して、文化財保護行政にどれだけ寄与しているかも疑問に感じる。民俗文化財を取り巻く官（特に地方の基
礎自治体レベル）と学との関係性がどうなれば、市民（民俗文化財の保持者という意味も含めて）にとって
有意義な施策／研究になるのか、個人的には興味がある。

　　　（２）感想等

・	 本来、祭りは自然の恵みに感謝したり、豊穣を願ったり、自然の怒りを鎮めようとした目的があった事を考
えれば、過去の災害の中から生まれた祭りこそ、このような中に必要であり、復活は必然だったのだと思い
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ました。神仏に祈る心は苦境に落ち込んだ時、強くなることを被災地は証明してくれていると思います。人
間の根底にあるものはやはり強い祈りであることを確認でき、大変有意義でした。

・	 去った沖縄戦 ( 第二次大戦 ) で焦土と化した沖縄でも、復興に芸能の果たした役割は大きいものがあった。
そのことと重ね合わせて本日の発表を傾聴した。集団で営まれる芸能の力は偉大であることを認識すること
ができた。有意義な研究協議会であった。

・	 皆さんのご報告を聞き、祭礼や民俗芸能の原点と、人のたくましさを見たようで、感じるものがありました。
昨年までの協議会とは全く違うものでした。

・	 自然災害によって民俗文化（財）の原初的形態が再確認されたことは、形骸化またはイベント化した祭りや
芸能にとって、とてもよかったと思う。祭り、宗教や芸能の源となるコミュニティの本来の目的や本質を見
直す、よい機会だった。来年も継続されるとのことですので、それぞれの経過報告等が聞けるのではないか
と期待しています。

・	 祭りや芸能の原義というか、人が何故、祭りや芸能を求めるのか、その理由の一端をうかがい知ることがで
きた。

・	 今回は 3 月 11 日の大震災に対する無形文化の影響についてであったが、私の勤務する町も少なからず影響
があり、大変参考になった。中でも震災にめげず、民俗芸能を復活していく東北の姿は、日本人の強さにな
る。地域社会の復興に、無形文化財が重要であることを改めて認識した。

・	 無形文化財の存在意義がただの回帰ではないと、震災で再発見されたと思います。国から文化予算をとれる
ように、今後もぜひ頑張っていただきたいと思います。地方も頑張ります。とても勉強になる会をありがと
うございました。

・	 改めて、無形民俗文化とは何か、という根本的なところを社会から問われているように思う。そして、行政
の限界も問い直されるべきだとも感じた。

・	 現地からのそれぞれの報告でしたので胸にひびき、大変有意義でした。文化の価値を知らず、神社仏閣が地
域の精神的な拠り所になっていることを認めていない文化行政に疑問を感じます。大自然に対して如何なる
防災堤で対峙するよりも、人間にきざまれたものは流されないと話された現地の人の言葉を心すべきだと思
いました。

・	 無形民俗文化財・無形文化遺産を保護する事業において、その思想的な側面について再考するために、本協
議会は様々な素材を提供してくれたように思う。つまり、その一つは、無形民俗文化財を何のために未来に
継承していくのかという点を考えた時、生きることそのものに深く関係する信仰や宗教的儀礼が尊重される
ことで、逆に非宗教性によって構成される生活全般そのものが尊重されることにつながるということである。

・	 一般的な報道では伝わらない、被災地での精神的なもの、復興に向けた思いなどを民俗芸能を通じて感じる
ことができた様に思う。民俗芸能、神事だけでない、生活の技術等、生活とともに復興していくものが、こ
れからどう守り伝えられていくのか、気がかりです

・	 民俗芸能とその他の無形民俗文化財は、復興のプロセス、役割が異なるように感じました。

・	 コミュニティが崩壊するような危機的状況の中で、無形民俗文化財というものが、そもそもどのような存在
であったのかが、浮き彫りにされるような報告が聞けました。

・	 無形民俗文化財の保護・継承が、地域コミュニティの維持と一体のものであることが、今回強く実感できま
した。

・	 無形民俗文化財が、生きている人間（伝承者）をその存在基盤にしていることから、今回取り上げた震災に
より、伝承者の属するコミュニティが崩壊したという状況で生じる問題を継続的に考えていく必要があるか
と思います。また、前回からつらつら思うのですが、無形民俗文化財がコミュニティの再生にどう寄与して
いくのか、大変興味があります。

・	 非常にタイムリーかつ重要なテーマであったと思う。「無形」という、地域に生きる人々が継承してきた「文



108

資
料

化財」のあり方自体を本気で考えていく機会となった。「地域」の消失と「文化財」という大きな課題にど
のように向き合うべきなのかを改めて考えることができた。今こそ無形文化財の持つ意味を今一度考えるべ
きではないでしょうか。「過疎化による地域コミュニティの消滅」ということも、根源は同じだと思います。
今後も「文化」の継承という点を、色々な事例で追い続けていただきたい。

・	 虎舞の保存会の方が言われていたように、その土地に生業がなくては、無形民俗文化財は続いていかない。今、
所々で祭りが復活し行なわれているが、本当にこれから続いていくためには、これからの町づくりが大切な
のだと感じました。

・	 涙無しには聞いていられませんでした（阿部さんの話）。 “ 町 ” は住んでいる人達が育て築くものです。市
民協働で復興をしていく中で、住人の背中を押せるようなシステム作りを考えさせられた。

・	 後継者の問題は永遠のテーマだと思います。今回ご出席の皆さんもキーパーソンであるようで、そういう方々
を一人でも多く作っていく努力を感じました。テーマを震災に絞ったこともタイムリーで、改めて、より一
層民俗芸能の力が必要であることを思い知らされた。

・	 それぞれが、それぞれの方法で支援等を行ないつつ（バラバラではいけないが）、自分の住む地域についても、
これまでよりももっと真剣に考えなくてはならない。その総括的なものは、1 年や 2 年で完結できるもので
はないと思う。

・	 いざ自分が被災した場合に、どのような対応を取るべきなのか、1 つの指針になった。しかしながら、有形
とは異なり、地域コミュニティから切り離せない無形民俗文化財の取り扱いについて改めて認識させられた。

・	 被災地の今後だけでなく自分自身の地域の無形あるいは有形文化財をどう捉えて行くべきか考える良い機会
となった。

・	 被災地の現状と無形民俗団体の動向がよくわかりました。当市〔山武市〕も九十九里平野部で海辺を持ち、
一部被災しています。しかし、文化財等については影響はなかったのですが、2 ～ 3 団体が祭礼時の奉納を
中止してしまった郷土芸能団体がありました。直接に関係ない団体の中止であったので、とても残念でした。
被災地での現状を持ち帰り、団体等の会議に伝えていきたいと思います。

・	 遠く西日本におり、かつ博物館等の現場にいない（本庁舎勤務）の筆者にとって、被災地の現状（復興の歩
みも含めて）を知る機会自体に乏しく、その状況下でこの協議会に参加させていただかなければ、無形民俗
文化財に対する被災者の心意気の部分まで知り得なかったと思う。

・	 東北の芸能形態の違いや、無形文化の取り扱い等、参考になった。地域における神社・仏閣の位置づけの問
題等々、自分の地域と対比して、考えることが多かった。

・  現在、有形文化財レスキューにも関わっていますが、無形とは切っても切り離せないことを再認識しました。
・	 先月は、海の塩分のかかってしまった文化財の修復や、がれきの下から文化財を取り出す等、有形文化財の

被災状況についての報告を受けました。その一方で、津波で流されなかったものとして、無形文化財を大切
にしている今回のお話にも胸を打たれました。人の命と、人命以外の大切なものを失ったり守ったり救った
りして乗り越えてゆく、震災であるのだと感じました。

・	 文化財レスキューも信頼できる相手でないと頼めないということも考えさせられた。
・	 後継者の苦労と伝統を断してはならないという心意気に感動した。
・	 自助・支援ともに、思ったより積極的であることがよく分かった。日本人の基層を大切にする心が、何より

感動的でさえあった。
・	 阿部さんのお話は、この分野にとても明るい可能性を示してくれる話だったと思います。現状把握にとどま

らず、こんな話で会場が盛り上がってくれることを望みます。
・	 各々発表者のお立場のリアリティのあるお話を聞けたのがよかった。映像の生々しさが無形民俗文化財のこ

のような報告には適していると思いました。
・	 現地の生々しい報告を聞き涙が止まりませんでした。
・	 とてもいいお話でした。赤坂先生のお話を聞いて、各地での芸能や祭りの復興の意味がだいぶわかったよう

な気がしました。阿部、川島、森、小笠原の各先生方のお話も具体的な事例として、大変興味深かったです。
情報が欲しかったので。今、何が問題なのか、考えさせられました。



109

参考資料

・	 TV のニュースや新聞、雑誌等の他、ネット等でなんとなくおぼろげに見えていた現地の状況がはっきりと
ありありと理解できた。津波と地震については、これからいろいろと考えていくことができるのだろうが、
やはり原発関係ではどうすることもできないもどかしさを感じた。

・	 非常に把握しがたい無形文化財の被災・救済の現状を、現地の専門家の方々の視線からお話し頂けて、理解
がようやく追いつき始めたように思いました。やはり生の声は訴える強さが違うので、よりリアルに伝えて
頂けたと感じています。

・	 現地からの報告は貴重であった。将来に向けた提言のような意見は傾聴に値する。以上の報告を国や県の行
政者に聞かせたい。

　　　（3）ここが良かった／ここはもう少し切り込んでほしかった　

・	 被災した無形民俗文化財の現状と課題についての情報を、全国の関係者、研究者が共有し、討論のきっかけ
を作れたことで、大きな第一歩になったと思います。

・	 芸能以外の無形の民俗文化についての言及が少なかったように感じたが、これまで有形の歴史資料のレス
キューについてのシンポジウム等はみられる中、無形の文化について焦点を当てた意義は大きいと思う。

・	 まずは公の立場から被災地の無形文化を扱って頂いたことが大きな前進だったと思います。宗教と文化財と
関わりが問題になりましたが、例えば神社関係からもコメントしてもらう等あればよかったかもしれません。

・	 祭祀に直接携わる方からの報告は極めて効果がある。今後もそんな方々の話を聞いてみたい。
・	 無形の民俗芸能に頑張って取り組んでいる団体へ、どんな対応・施策・支援をし、効果が出た、出なかった

のか、元気になった団体等の例をもっとたくさんお聞きしたいと思いました。
・	 支援を行なっている外部者（財団等）からのご講演もあるともっとよかったです。
・	 地域・属性の違う方々が参加されたので、様々な問題があぶり出された。充実していた。
・	 登壇者の皆さんの立場がバラバラなのがよかったと思います。
・	 各発表者から独自の視点を持った提言を聞くことができた。ただ、1 人 30 分はややボリュームに欠ける感

があった。総合討議は非常に内容が充実していた。たくさんのヒントをもらいました。
・	 議論をうまく展開していただけたと思います。各報告の疑問点も、ほぼわかりました。
・	 総合討議はテーマが拡散してしまい残念。
・	 次回は事前の問題点の整理と、テーマの絞り込みがもう少し必要かと思います。
・	 コーディネーターは東文研の方が務めた方がよいと思います。
・	 被災地の方の報告と生の考え方に学ぶところは大きかった。ただ、無形文化の捉え方がまだ曖昧である印象

で、基本的なところの議論まで踏み込んだ討議であるとなお良かったと思う
・	 関西から来た人間から見て、地域伝統文化の東北的ありようのなかでの今回の議論が少し必要でないのか。

宗教的な中の芸能との関係とか、それと地域共同体のあり様等をもう少し突っ込んで欲しかった。

　　　（4）次回のテーマへの要望

　【震災・復興関係】
・	 無形民俗文化財の再開、復興はかなり長期にわたる課題になると思うので、何らかの形で長期的にテーマの

中に取り込んでいってもらえるとよいと思います。
・	 このテーマを、今後も継続テーマとして、10 年くらいは続けてほしい。震災後の「地方の動き」を地域別

に特集して下さい。
・	 来年も同じテーマで続けられるとのことですが、2 年目での問題点等を改めて確認しつつテーマを設定頂け

ればと思います。ひとつには、被災状況がより詳細に判ってくると思いますので、そうした情報の提示を。
もう 1 つは被災地の状況に応じて、問題点がどのように変わっているのかという両面を扱って頂けるとよい
のではないでしょうか。

・	 今回発表された事例の今後を知りたい。また、テーマが変わっても、必ず被災地区の報告を加えていただく
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ことで、震災を忘れない、応援する、ということにつながるのでは、と思います。
・	 落ち着いてからの結果も報告を聞きたい。自助または支援を受けた当人の直接の声も聞きたい。
・	 ぜひこのテーマを来年も取り上げてほしい。何が残って、何が残らなかったのか？また、その背景には何が

考えられるのか？来年になれば、より明確化すると思われるので。
・	 支援（主に用具等の購入）後、民俗芸能が継承されていったかのフォローアップを聞きたい。また震災前後

で民俗芸能はどのように変化していったのか。何が変わるのか。
・	 今回は芸能的な面が中心であったが、民俗技術等、他の無形民俗文化財にも広げた形で、震災復興との関わ

りを深めていっていただきたい。
・	 地域の再生に果たす民俗文化の役割
・	 インフラ整備の専門家と文化財・芸能等の復興の専門家との対話を促すようなテーマ
・	 過去の災害（火山噴火・洪水・土石流・地震他）と民俗文化財の関係について（災害をきっかけとした、新

しい祭礼と民俗芸能の導入（生業・社会の変化等全般的に）。

　【文化の保存・継承の問題】
・	 民俗芸能の保存、継承について（後継者の問題）
・	 現代社会の急速な変化の中で、無形民俗文化財の保存継承が難しくなってきているが、地域社会との結びつ

きの中で、どのようにこれらに取り組んでいったらいいか（一昨年、後継者育成で、子どもの関わりについ
ては大変参考になった）。

・	 後継者の育成にはどの保存会も苦労があると思うので、多くの事例を示していただき、地域の事情にあては
めるような研修を希望する。

・	 後継者の育成を少数（１～２名）の文化財職員での対応でいかに行なっていくべきか、展望等について
・	 子どもの郷土芸能の取り組みについて（継承保存に向けて）

　【文化財行政について、制度の枠組みについて】
・	 民俗芸能保存団体と博物館の関わり方（文化財指定、未指定関わらず）
・ 無形民俗文化財の保護における行政の役割
・	 統合的なまちづくり／文化財政策（歴史文化基本構想／歴まち法認定歴史的風致維持向上計画）と無形文化

遺産の役割。
・	 無指定文化財の保護、文化財の指定基準
・	 今回の研究協議会でも出されたが、指定の文化財だけでなく未指定の文化財についても、どのように保護し

ていったらよいのかについて。一度、消滅してしまったり、なくなってしまった無形民俗文化財の復活につ
いて。

・	 一度途絶えてしまった無形文化財の復活について。そもそも復活が可能か否か、可能であるとすれば、その
質の程度や手法等の問題、取り組みの事例紹介等があれば知りたいです。被災した無形文化の事例も含める
と、今回のテーマから更に発展した形の内容にもなるのではないでしょうか。

・	 そもそも無形民俗文化財は 1 つを選ぶことは難しい。無形民俗文化財の枠組みについて検討できないか。

　【その他】
・	 今回のように、タイムリーなテーマを取り込んだ協議会を期待します
・  現地の「いま」を伝える企画を繰り返していただきたい。
・	 無形民俗文化財のアーカイブ化／伝統芸能や音源などのデータベース化について
・	 無形文化遺産条約と記載後の日本の地域社会の状況
・  民俗技術・教育
・	 水に関連する無形民俗文化財／「修験と民俗宗教」（修験が民衆宗教にどのように関わったのか）



111

参考資料

　　　（5） 運営に関して　

・	 何度か仕事として公務出張で参加していたが、私人になったので、一般応募ができる今回のようなオープン
企画はよかったと思う。今後も是非。

・	 今後とも参加したいと思ったのですが（今回が最初）、開催時期の検討をお願いしたい。年末年始、年度末、
年度初めは時間調整が難しいのでは。

・	 県の担当者です。出席者の決定通知を早めにいただけるようお願いします。県から市町村を経て、博物館等
の出席予定者に通知が届くまで、ある程度の時間がかかるためです。通知がないと出張できないと、何度も
催促の電話を受けました。

・	 会場が平らすぎて、演壇が見づらかった（講堂の設計の問題ですが）。
・	 プロジェクタ操作等基本事項は、ぜひ事前に打ち合わせいただきたい。
・	 講演でビジュアルプレゼンテーションがないと、これだけ広い会場では眠くなってしまうので、ぜひ今後は

ビジュアルプレゼンをしていただきたいと感じました。
・	 全体的に時間厳守で良かった。

以上
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赤坂　憲雄
秋山　笑子
浅利　絵里子
阿部　武司
新井　卓
安齋　順子
飯島　満
飯原　慶雄
生貝　有香里　
石井　聖子
石井　勤
石垣　悟
泉　泰輔
板橋　悦子
板橋　春夫
市野　恵子
伊藤　京子
今石　みぎわ
今村　瑠美
入江　宣子
岩岡　千景
岩田　泰夫
上田　浩二
上野　智子
植村　拓哉
鵜飼　均
牛村　仁美
宇田　哲雄
内田　幸彦
梅津　章子
大内　曜
大久保　実香
大倉　潤
大澤　寅雄
太下　義之
大島　建彦
大城　學
大津　忠男
大野　寿子
大日方　公男
大村　孝
大本　敬久
大山　孝正
小笠原　晋
岡田　健
小川　直之
小田島　清朗
越智　俊夫

片桐　昭彦
加藤　隆志
加藤　秀雄
加藤　真己
金井 光代
川島　秀一
神田　竜浩
城井　智子
菊池　健策
菊地　淑人
岸本　誠司
北川　陽子
北山　誠也
木原　善和
君島　真理子
清岡　佐和子
串田　紀代美
久保田　裕道
窪田　雅之
久保田　惟子
久保庭　信一
小岩　秀太郎
香林　有希子
小島　孝夫
児玉　信
児玉　由貴
小林　ちひろ
小峰　園子
是永　幹夫
近藤　静乃
近藤　忠造
紺野　修
齋藤　達也
齊藤　裕嗣
坂田　寿子
笹尾　千恵子
佐々木　丞平
佐々木　史郎
佐々木　長生
佐藤　智敬
サベジ　パット
三條目　織江
篠崎　茂雄
篠原　武
清水　博之
菅　豊
杉本　雅晃
鈴木　正崇

　参加者名簿   （50 音順・敬称略）

学習院大学

千葉県教育庁教育振興部文化財課

秋田県立博物館

アサヒプロダクツ（東北文化財映像研究所）

坂戸市教育委員会社会教育課

くにたち郷土文化館

東京文化財研究所　無形文化遺産部

南山大学

館山市教育委員会生涯学習課文化財係

常陸大宮市歴史民俗資料館

( 株 ) 朝日カルチャーセンター

文化庁文化財部伝統文化課

國學院大學大学院文学研究科

中央区教育委員会事務局　郷土天文館

國學院大學

犬山市教育委員会歴史まちづくり課

軽井沢町追分宿郷土館

東京文化財研究所　無形文化遺産部

東北学院大学大学院

日本民俗音楽学会

東京新聞文化部

守谷市教育委員会生涯学習課

山梨県教育庁学術文化財課

郡山女子大学短期大学部

佛教大学 宗教文化ミュージアム

亀岡市市民協働課　

東京文化財研究所

川口市立文化財センター

埼玉県教育局市町村支援部生涯学習文化財課

文化庁文化財部伝統文化課文化財保護調整室

東京大学大学院

東京大学大学院農学生命科学研究科

秦野市教育委員会生涯学習課文化財班

( 株 ) ニッセイ基礎研究所 芸術文化プロジェクト室

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング

東洋大学名誉教授

琉球大学法文学部

茨城県立歴史館

( 公財 ) 日本伝統文化振興財団

東京新聞文化部

愛媛県歴史文化博物館

福島県文化財センター白河館

遠野文化研究センター

東京文化財研究所 保存修復科学センター

國學院大學文学部日本文学科

民族芸術研究所

春日部市教育委員会文化財保護課

練馬区教育委員会生涯学習部文化財係

相模原市立博物館

国立歴史民俗博物館

武蔵大学　学生

東京文化財研究所

リアス・アーク美術館

国立劇場芸能部第二制作課

( 社 ) 全日本郷土芸能協会

文化庁文化財部伝統文化課

筑波大学大学院世界遺産学専攻

東北芸術工科大学

団体職員（東京都）

狭山市教育委員会社会教育課

八千代市文化伝承館

桜川市教育委員会文化生涯学習課

美術館監視員（東京都）

アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター

儀礼文化学会

松本市立博物館

( 財 ) 伝統文化活性化国民協会

( 社 ) 全日本郷土芸能協会

戸田市教育委員会生涯学習課

成城大学文芸学部

多摩市教育委員会教育振興課

葛飾区郷土と天文の博物館

( 株 ) わらび座

東京芸術大学

福島県教育庁文化財課

新潟県教育庁文化行政課

東京文化財研究所　無形文化遺産部

山村流伝統芸能研究会

米子市立山陰歴史館

京都国立博物館

国立民族学博物館

福島県立博物館

府中市郷土の森博物館

東京芸術大学大学院

( 財 ) ポーラ伝統文化振興財団

栃木県立博物館　人文課

富士吉田市教育委員会 歴史文化課

日立市郷土博物館

東京大学東洋文化研究所

杉並区立郷土博物館

慶應義塾大学
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参考資料

鈴木　裕子
須藤　武子
瀬尾　正人
関　孝夫
関根　訪
蘇理　剛志
平良　宣子
高桑　いづみ
高塚　明恵
高塚　さより
高橋　一郎
高橋　健樹
高橋　大地
高浜　雄介
竹井　稜香
田村　真美
茶谷　十六
陳　玲
坪池　栄子
土居　浩
土居　由布子
富永　優
内藤　正敏
中野　照男
仲野　泰生
中村　茂子
中村　規
中村　倫子
中藪　規正
仁尾　洋子
西岡　陽子
西嶋　一泰
西角井　正大
羽毛田 智幸
長谷川 嘉和
浜島　司
濱本　智子
林　勲男
葉山　茂
半貫　芳男
樋口　昭
平山　誠一
廣瀬　直樹
福田　宏之
福持　昌之
古川　百香
星野　厚子
細谷　万里子

細見　吉夫
堀　充宏
前田　俊一郎
増山　一成
松岡　正子
松崎　睦彦
松田　睦彦
松山　秀行
真部　正明
丸井　雅子
丸尾　依子
三上　敏視
溝辺　悠介
道澤　明
大楽　和正
宮田　繁幸
宮野　隆博
宮前　功
宮本　尚子
宮本　直樹
明貫　紘子
武藤　健作
村上　達哉
森　美和子
森　幸彦
柳澤　剛
矢野　徹
山川　志典 
山崎　あさぎ
山﨑　和巳
山下　祐樹
山田　あづさ
山田　桂子
山田　尚彦
山田　雅也
山村　恭子
横尾　早紀
横山　諒人
吉川　雅智
吉川　祐子
吉田　憲司
吉田　政博
吉田　真由美
吉留　徹
吉原　睦
鷲野　正昭
渡邉　進
綿貫　潤

八王子市教育委員会生涯学習スポーツ部文化財課

日本民俗舞踊研究会

岸和田市教育委員会生涯学習部郷土文化室

上尾市役所

桶川市歴史民俗資料館

和歌山県教育庁生涯学習局文化遺産課

毛呂山町歴史民俗資料館

東京文化財研究所　無形文化遺産部

墨田区教育委員会事務局すみだ郷土文化資料館

江東区深川江戸資料館

山梨県教育庁学術文化財課

武蔵村山市立歴史民俗資料館

NHK 報道局科学文化部

松戸市教育委員会社会教育課

杉並区立郷土博物館

民族芸術研究所

新潟県立歴史博物館

( 株 ) 文化科学研究所

ものつくり大学

清瀬市教育委員会教育部　郷土資料館

東北芸術工科大学

東京文化財研究所

川崎市岡本太郎美術館

実践女子大学

都市民俗研究所

東京文化財研究所

ブレインズネットワーク

東京文化財研究所

大阪芸術大学

立命館大学大学院

民俗芸能学会・日本民俗音楽学会

横浜市歴史博物館

滋賀県教育委員会 文化財保護課

まつり同好会

( 株 ) 都市環境研究所

国立民族学博物館

国立歴史民俗博物館

狭山市教育委員会社会教育課

山武市教育委員会生涯学習課

氷見市教育委員会生涯学習課

杉並区立郷土博物館

京都市文化市民局文化芸術都市推進室

清瀬市教育委員会教育部　郷土資料館

東京文化財研究所　無形文化遺産部

編集者

フリー映像演出業

葛飾区郷土と天文の博物館

文化庁文化財部伝統文化課

中央区教育委員会事務局図書文化財課　郷土天文館

愛知大学

東村山市教育委員会教育部ふるさと歴史館

国立歴史民俗博物館

映像制作　( 株 ) タグプロダクション

ポーラ伝統文化振興財団

上智大学アジア文化研究所

山梨県立博物館　企画交流課

明治大学 野生の科学研究所

京都造形芸術大学修士課程

横芝光町教育委員会　社会文化課

新潟県立歴史博物館

東京文化財研究所　無形文化遺産部

( 株 )CN インターボイス 製作本部映像・展示グループ

東京都教育庁地域教育支援部

安曇野市豊科郷土博物館

深谷市教育委員会生涯学習課

メディア芸術総合情報事務局

墨田区教育委員会事務局生涯学習課文化財担当

飯能市郷土館

篠笛 演奏家

福島県立博物館

( 財 ) 東京市町村自治調査会

武蔵野市教育委員会教育部生涯学習スポーツ課

國學院大學

戸田市立郷土博物館

多摩市教育委員会教育振興課総務・文化財担当

熊谷市教育委員会 社会教育課 ( 江南文化財センター）

軽井沢町追分宿郷土館

犬山市教育委員会歴史まちづくり課

松戸市立博物館

映像企画

館山市立博物館本館

印西市教育委員会生涯学習課

秦野市教育委員会生涯学習課文化財班

五里ごり館（城陽市歴史民俗資料館）

富士常葉大学

国立民族学博物館

板橋区教育委員会生涯学習課文化財係

公益財団法人日本伝統文化振興財団

人類学ミュージアム ( 下関市立豊北歴史民俗資料館）

倉敷市教育委員会 生涯学習部 文化財保護課

まつり同好会・民俗芸能学会

足利市教育委員会事務局 文化財保護担当

東京文化財研究所　無形文化遺産部
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